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魏
前
期
の
人
才
主
義
（
神
矢
）

神

矢

法

子

序

　
魏
時
代
の
選
挙
制
度
は
九
品
官
人
法
に
集
約
さ
れ
る
。
魏
初
こ
の
法

を
創
設
し
た
時
点
で
は
、
同
法
の
目
的
は
豪
族
層
の
存
在
を
十
分
意
識

し
つ
つ
も
、
そ
の
官
職
授
与
を
通
じ
て
王
朝
の
支
配
を
強
化
す
る
と
こ

ろ
に
あ
っ
た
。
墨
髭
が
皇
帝
と
し
て
実
権
を
掌
握
し
て
い
る
時
代
に
は

そ
の
精
神
は
生
き
て
お
り
、
家
格
と
官
職
と
の
対
応
は
さ
ほ
ど
著
し
く

な
ぐ
、
全
体
に
澄
い
て
健
全
な
人
才
主
義
が
大
き
く
機
能
し
て
い
た
と

い
え
る
。
と
こ
ろ
で
魏
の
中
ご
ろ
、
司
馬
氏
が
覇
権
を
握
り
州
大
中
正

制
度
を
制
定
し
た
が
、
そ
れ
以
降
家
格
と
官
職
と
の
対
応
が
す
す
ん
で

く
る
。
貴
族
制
は
こ
う
し
た
司
馬
氏
執
政
下
に
そ
の
基
礎
固
め
が
な
さ

れ
て
行
く
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
あ
っ
て
も
、
司
馬
氏
な
り
の

人
才
主
義
が
う
ち
出
さ
れ
て
い
て
、
必
ず
し
も
西
翠
以
降
の
よ
う
な
家

格
・
官
職
対
応
が
出
現
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
魏
無
文
帝
・
明
麗
時
代
の
人
才

主
義
を
と
り
あ
げ
論
ず
る
。
魏
後
期
司
馬
氏
執
政
下
の
人
才
主
義
に
つ

い
て
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
ず
る
。

「．

S
中
正
制
度
に
あ
ら
わ
れ
た
魏
王
朝
の
人
才
主
義

　
　
　
　
　
　
一
鐙
衡
手
続
き
面
に
お
け
る
人
才
主
義
一

　
曹
操
が
後
漢
王
朝
下
に
そ
の
勢
力
を
伸
展
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て

旧
来
の
儒
教
的
道
徳
観
念
に
も
、
出
自
の
高
低
に
も
捉
わ
れ
な
い
唯
才

主
義
的
な
人
材
登
用
を
行
な
っ
た
こ
と
は
あ
至
り
に
も
有
名
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
曹
操
の
あ
と
を
う
け
た
長
子
曹
　
（
文
帝
）
が
後
漢
の
禅

り
を
受
け
魏
王
朝
を
建
て
る
が
、
そ
の
受
禅
直
前
に
九
品
官
人
法
を
創

設
し
た
。
そ
れ
は
、
郡
国
に
設
置
し
た
中
正
が
、
そ
の
郡
国
に
．
郷
里
を

も
つ
人
士
に
つ
い
て
郷
論
を
き
い
て
官
吏
と
し
て
の
資
格
を
決
め
、
中

央
の
尚
書
吏
部
曹
に
お
け
る
人
事
一
町
衡
に
そ
れ
が
資
さ
れ
る
と
い
う

し
く
み
の
も
の
で
あ
る
。
　
（
以
下
、
司
馬
氏
に
よ
っ
て
州
大
中
正
制
が

制
定
さ
れ
る
ま
で
の
九
品
官
人
法
を
郡
中
正
制
度
と
よ
ぶ
。
．
）
と
こ
ろ

で
、
こ
の
郷
論
が
現
実
の
郷
党
の
輿
論
を
そ
の
ま
ま
と
る
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
当
時
の
郷
党
に
お
け
る
実
力
者
で
あ
る
豪
族
が
、
現
実
に

そ
の
郷
党
の
輿
論
を
自
己
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
捏
造
し
、
そ
れ
が
ひ

い
て
は
選
挙
に
澄
け
る
人
才
主
義
の
妨
げ
と
な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
郷
論
」
を
と
る
と
い
う
形
の
選
挙
制
度
と
、
曹
操
時
代

（36）

謹
則
期
の
人
才
主
義
ハ
神
矢
〉

貌

目。

の

人

期

序

貌
時
代
の
選
挙
制
度
は
九
品
宮
人
法

K
集
約
さ
れ
る
。
貌
初
と
の
法

を
創
設
し
た
時
点
で
は
、
同
法
の
目
的
は
豪
族
層
の
存
在
を
十
分
意
識

し
つ
フ
も
、
そ
の
官
職
授
与
を
通
じ
て
王
朝
の
支
配
を
強
化
す
る
と
と

ろ

K
あ
っ
た
。
曹
氏
が
皇
帝
と
し
て
実
権
を
掌
握
し
て
い
る
時
代
に
は

そ
の
精
神
は
生
き
て

b
D
、
家
格
と
官
職
と
の
対
応
は
さ
ほ
ど
著
し
く

左
〈
、
全
体

K
-砕
い
て
健
全
左
人
才
主
義
が
大
き
く
機
能
し
て
い
た
と

い
え
る
。
と
と
ろ
で
貌
の
中
ど
ろ
、
司
馬
氏
が
覇
権
を
握

D
州
大
中
正

制
度
を
制
定
し
た
が
、
そ
れ
以
降
家
格
と
官
職
と
の
対
応
が
す
す
ん
で

く
る
。
貴
族
制
は
こ
う
し
た
司
馬
氏
執
政
下

K
そ
の
基
礎
固
め
が
ま
さ

れ
て
行
く
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ

K
あ
っ
て
も
、
司
馬
氏
な
h
y
の

人
才
主
義
が
う
ち
出
さ
れ
て
い
て
、
必
ず
し
も
西
晋
以
降
の
よ
う
在
家

格
・
官
職
対
応
が
出
現
し
て
い
た
わ
け
で
は
ま
い
口

本
稿
は
以
上
む
よ
う
左
観
点
か
ら
、
説
初
文
帝
・
明
帝
時
代
の
人
才

主
義
を
と

D
あ
げ
論
ず
る
。
貌
後
期
司
馬
氏
執
政
下
の
人
才
主
義
K
つ

い
て
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
ず
る
。

才

王

義

神

法

子

矢

、
郡
中
正
制
度
に
あ
ら
わ
れ
た
貌
王
朝
の
人
才
主
義

ー
鐙
衡
手
続
き
面

k
b
け
る
人
才
主
義

i

曹
操
が
後
漢
王
朝
下

K
そ
の
勢
力
を
伸
展
し
て
い
〈
過
程
に
沿
い
て

旧
来
の
儒
教
的
道
徳
観
念
に
も
、
出
自
の
高
低

K
も
捉
わ
れ
な
い
唯
才

主
義
的
な
人
材
登
用
を
行
在
っ
た
こ
と
は
あ
ま

b
K
も
有
名
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
曹
操
の
あ
と
を
う
け
た
長
子
曹
五
(
文
帝
)
が
後
漢
の
禅

D
を
受
け
貌
王
朝
を
建
て
る
が
、
そ
の
受
禅
直
前
に
九
品
宮
人
法
を
創

設
し
た
。
そ
れ
は
、
郡
国
に
設
置
し
た
中
正
が
、
そ
の
都
国
に
郷
里
を

も
っ
人
士

K
つ
い
て
郷
論
を
き
い
て
官
吏
と
し
て
の
資
格
を
決
め
、
中

央
の
尚
書
吏
部
曹

k

b
け
る
人
事

l
鐙
衡
に
そ
れ
が
資
さ
れ
る
と
い
う

し
く
み
の
も
の
で
あ
る
。
(
以
下
、
司
馬
氏
に
よ
っ
て
州
大
中
正
制
が

制
定
さ
れ
る
ま
で
の
九
品
宮
人
法
を
郡
中
正
制
度
と
よ
ぶ

0

・
)
と
こ
ろ

で、

ζ

の
郷
論
が
現
実
の
郷
党
の
輿
論
を
そ
の
ま
ま
と
る
も
の
で
あ
ゐ

と
す
れ
ば
、
当
時
の
郷
党
に
な
け
る
実
力
者
で
あ
る
豪
族
が
、
現
実
に

そ
の
郷
党
の
輿
論
を
自
己
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
担
造
し
、
そ
れ
が
ひ

い
て
は
選
挙
に
な
け
る
人
才
主
義
の
妨
げ
と
在
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
口

と
の
よ
う
左
「
郷
論
」
を
と
る
と
い
う
形
の
選
挙
制
度
と
、
曹
操
時
代

(36) 



の
唯
才
主
義
的
な
人
士
登
用
と
の
間
に
は
大
き
左
断
層
が
あ
る
。
曹
操

時
代
の
唯
才
主
義
は
九
品
官
人
法
の
設
置
と
実
施
と
に
よ
っ
て
大
き
く

変
質
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
魏
の
皇
帝
の
と
る
人
才
主
義
が
、

そ
れ
な
り
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
尚

書
玄
冬
曹
の
鐙
衡
手
続
き
面
に
お
け
る
人
才
主
義
と
し
て
機
能
し
て
い

る
。
以
下
そ
れ
を
み
て
い
く
。

　
鐙
衡
の
際
、
決
定
的
役
割
を
も
つ
の
は
、
郡
中
正
が
決
め
る
状
の
内

容
で
あ
る
。
最
近
越
智
重
明
氏
は
、
魏
王
朝
が
受
禅
す
る
に
あ
た
り
、

そ
の
受
禅
の
正
当
性
を
天
下
の
民
衆
の
希
望
に
副
う
と
い
う
と
こ
ろ
に

澄
き
、
そ
れ
を
新
儒
教
倫
理
と
し
て
成
立
せ
し
め
た
と
い
う
見
解
を
提

出
さ
れ
、
併
せ
て
「
三
論
」
を
と
っ
て
決
定
さ
れ
る
状
が
決
し
て
各
郡

の
豪
族
連
合
の
意
向
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
も
の
で
は
謡
い
と
い
う
指

摘
を
さ
れ
た
①
。
以
下
少
し
く
私
見
を
混
え
な
が
ら
こ
の
見
解
を
敷
冷

し
て
、
郡
中
正
制
度
下
に
お
け
る
状
に
つ
い
て
論
ず
る
。

　
魏
王
朝
政
権
は
曹
操
の
た
く
わ
え
た
軍
事
力
を
基
盤
と
す
る
政
権
と

し
て
成
立
し
た
。
し
か
し
受
禅
の
正
当
性
を
郷
論
に
求
め
た
こ
と
と
、

当
時
豪
族
勢
力
が
郷
曲
に
武
断
し
て
い
た
こ
と
と
が
か
ら
み
あ
っ
て
、
郡

中
正
が
郷
論
を
と
っ
て
そ
れ
を
官
吏
の
資
格
と
す
る
と
い
う
形
式
を
と

ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
そ
れ
は
よ
ほ
ど
注
意
し
な
け
れ
ば

選
挙
が
豪
族
勢
力
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
う
し
た
こ
と

に
な
れ
ば
人
才
主
義
は
霧
消
す
る
。
か
く
て
人
才
主
義
を
う
ち
出
し
、

し
か
も
言
論
を
と
る
と
い
う
形
式
を
と
る
た
め
、
状
の
文
句
は
抽
象
的

　
魏
前
期
の
人
才
主
義
（
神
矢
）

に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
状
の
具
体
例
と
し
て
は
、
　
「
徳
優
能
少
」
（
魏

志
常
事
伝
）
　
「
天
才
英
博
、
亮
抜
不
群
」
　
（
晋
書
誌
楚
伝
）
な
ど
が
史

料
に
残
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
の
地
域
社
会
と
の
結
び
つ
き
、

そ
こ
に
お
け
る
名
声
い
か
ん
を
捨
象
し
た
表
現
は
、
右
の
よ
う
左
方
面

か
ら
説
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
た
と

え
郷
論
を
と
る
と
い
う
形
を
整
え
た
と
し
て
も
、
豪
族
勢
力
の
大
小
が

そ
の
ま
ま
生
出
に
影
響
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
そ
れ
だ
け
に
そ
こ
に
人

才
主
義
を
貫
き
得
る
余
地
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
当
時
魏
王
朝
は
郷
間
の
寒
入
出
身
の
有
為
の
人
才
の
登

用
に
つ
と
め
て
い
る
が
、
状
の
抽
象
的
表
現
は
、
そ
の
登
用
に
際
し
て

も
当
然
有
利
に
作
用
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
際
無
視
で
き
ぬ
重
要
性
を
も
つ
の
は
、
郡
中
正
が
す
べ
て

熊
曾
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
魏
右
巻
二
十
三
常

林
伝
註
に
引
く
魏
略
に

　
　
先
時
国
家
始
審
九
品
、
各
使
諸
富
撰
置
中
正
、
差
叙
自
公
卿
以
下

　
　
至
子
能
吏
、
功
徳
材
行
所
任
、
　
（
下
略
）

と
あ
り
、
中
正
と
な
る
べ
き
有
資
格
者
は
公
卿
以
下
郎
吏
ま
で
の
京
官

と
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
，
魏
受
禅
当
初
、
こ
の
よ
う
な
二
丁
と
な

っ
た
者
は
、
今
日
知
り
得
る
限
り
で
は
、
大
勢
論
的
に
い
っ
て
、
た
と

え
豪
族
出
身
者
で
あ
っ
て
も
、
個
人
と
し
て
の
轟
轟
の
臣
従
者
と
し
て

の
色
彩
が
強
く
、
郷
里
の
豪
族
層
の
利
害
代
表
者
と
は
解
し
難
い
。
ま

た
そ
れ
が
京
官
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
地
方
官
と
し
て
日
常
豪
族
層

C37）

の
唯
才
主
義
的
左
人
士
登
用
と
の
間

K
は
大
き
左
断
層
が
あ
る
。
曹
操

時
代
の
唯
才
主
義
は
九
品
官
人
法
の
設
置
と
実
施
と
に
よ
っ
て
大
き
く

変
質
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
貌
の
皇
帝
の
と
る
人
才
主
義
が
、

そ
れ
を

D
K
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的

K
は
尚

書
吏
部
曹
の
鐙
衡
手
続
き
面

K
な
け
る
人
才
主
義
と
し
て
機
能
し
て
い

る
。
以
下
そ
れ
を
み
て
い
く
。

鐙
衡
の
際
、
、
決
定
的
役
割
を
も
つ
の
は
、
郡
中
正
が
決
め
る
状
の
内

容
で
あ
る
。
最
近
越
智
重
明
氏
は
、
貌
王
朝
が
受
禅
す
る
に
あ
た

D
、

そ
の
受
禅
の
正
当
性
を
天
下
の
民
衆
の
希
望
に
副
う
と
い
う
と
と
ろ
に

b
き
、
そ
れ
を
新
儒
教
倫
理
と
し
て
成
立
せ
し
め
た
と
い
う
見
解
を
提

出
さ
れ
、
併
せ
て
「
郷
論
」
を
と
っ
て
決
定
さ
れ
る
状
が
決
し
て
各
郡

の
豪
族
連
合
の
意
向
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
も
の
で
は
左
い
と
い
う
指

摘
を
さ
れ
た
①
。
以
下
少
し
く
私
見
を
混
え
左
が
ら
と
の
見
解
を
敷
征

し
て
、
都
中
正
制
度
下

k

b
け
る
状
に
つ
い
て
論
ず
る
。

貌
王
朝
政
権
は
曹
操
の
た
く
わ
え
た
軍
事
力
を
基
盤
と
す
る
政
権
と

し
て
成
立
し
た
。
し
か
し
受
禅
の
正
当
性
を
郷
論
に
求
め
た
と
と
と
、

当
時
豪
族
勢
力
が
郷
曲

K
武
断
し
て
い
た
と
と
と
が
か
ら
み
あ
っ
て
、
郡

中
正
が
郷
論
を
と
っ
て
そ
れ
を
官
更
の
資
格
と
す
る
と
い
う
形
式
を
と

ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
と
と
ろ
で
そ
れ
は
よ
ほ
ど
注
意
し
左
け
れ
ば

選
挙
が
豪
族
勢
力

K
左
右
さ
れ
る
と
と
に
を
る
。
も
し
そ
う
し
た
と
と

に
な
れ
ば
人
才
主
義
は
霧
消
す
る
。
か
く
て
人
才
主
義
を
う
ち
出
し
、

し
か
も
郷
論
を
と
る
と
い
う
形
式
を
と
る
た
め
、
状
の
文
句
は
抽
象
的

貌
前
期
の
人
才
主
義
(
神
矢
)

K
左
ら
ざ
る
を
え
な
い
u

状
の
具
体
例
と
し
て
は
、
「
徳
優
龍
少
」
Q
錦

志
常
林
伝
)
「
天
才
英
博
、
亮
抜
不
群
」
(
音
書
孫
楚
伝
)
な
ど
が
史

料

K
残
っ
て
い
る
が
、
と
の
よ

5
ま
状
の
地
域
社
会
と
の
結
び
つ
き
、

そ
と
に
な
け
る
名
声
い
か
ん
を
捨
象
し
た
表
現
は
、
右
の
よ
う
在
方
面

か
ら
説
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

D
そ
乙
で
は
た
と

え
郷
論
を
と
る
と
い
う
形
を
整
え
た
と
し
て
も
、
豪
族
勢
力
む
大
小
が

そ
の
ま
ま
官
序

K
影
響
す
る
と
と
は
少
左
く
、
そ
れ
だ
け
に
そ
と
に
人

才
主
義
を
貰
き
得
る
余
地
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
と
ろ
で
、
当
時
貌
王
朝
は
郷
閣
の
寒
人
出
身
の
有
為
の
人
才
の
登

用
に
つ
と
め
て
い
る
が
、
状
の
抽
象
的
表
現
は
、
そ
の
登
用

K
際
し
で

も
当
然
有
利

K
作
用
し
た
と
い
え
よ
う
。

と
う
し
た
際
無
視
で
き
ぬ
重
要
性
を
も
つ
の
は
、
郡
中
正
が
す
べ
て

京
官
で
あ
っ
た
と
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
貌
志
巻
二
十
三
常

林
伝
註
に
引
く
貌
略

K

先
時
国
家
始
制
九
品
、
各
使
諸
郡
撰
置
中
正
、
差
叙
自
公
卿
以
下

至
子
郎
吏
、
功
徳
材
行
所
任
、
(
下
略
)

と
あ

D
、
中
正
と
な
る
べ
き
有
資
格
者
は
公
卿
以
下
郎
吏
ま
で
の
京
官

と
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
u

貌
受
禅
当
初
、
こ
の
よ
う
な
要
官
と
を

っ
た
者
は
、
今
日
知

b
得
る
限

D
で
は
、
大
勢
論
的
に
い
っ
て
、
た
と

え
豪
族
出
身
者
で
あ
っ
て
も
、
個
人
と
し
て
の
曹
氏
の
臣
従
者
と
し
て

の
色
彩
が
強
く
、
郷
里
の
豪
族
層
の
別
害
代
表
者
と
は
解
し
難
い
。
ま

た
そ
れ
が
京
官
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
地
万
官
と
し
て
日
常
一
家
族
層

(37 ) 



　
魏
剛
期
の
人
才
主
義
（
神
矢
）

と
接
触
し
て
い
る
者
に
く
ら
べ
、
よ
り
中
央
の
意
向
に
忠
実
で
あ
り
得

る
可
能
性
を
増
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
こ
と
は
、
状

決
定
の
際
と
る
べ
き
郷
論
が
、
郷
党
の
輿
論
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
中

央
に
お
け
る
名
声
・
評
判
で
あ
り
得
る
こ
と
を
も
察
せ
し
め
る
。
こ
れ

と
先
述
の
状
の
表
現
の
抽
象
性
と
が
相
等
っ
て
、
地
方
に
根
拠
を
も
た

ず
、
郷
党
に
歯
さ
れ
な
い
美
人
の
官
達
を
も
可
能
に
し
た
。
受
禅
以
前

に
曹
氏
に
臣
従
し
た
属
人
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
世
論
を
得
た
と
い
う

形
で
、
し
か
し
現
実
に
は
郷
里
の
豪
族
の
意
向
と
は
一
応
無
関
係
に
、

中
央
官
界
に
お
い
て
官
達
を
得
た
と
思
わ
れ
る
。
魏
志
巻
二
十
三
斐
潜

伝
註
に
は
、
魏
略
が
、
徐
福
・
厳
幹
・
李
義
ら
十
人
を
一
巻
に
集
め
て

列
伝
を
編
ん
で
い
た
こ
と
が
出
て
い
る
が
、
澄
澄
む
ね
受
禅
以
前
曹
氏

に
臣
従
し
た
寒
入
の
登
進
者
の
よ
う
で
あ
り
、
文
帝
朝
か
ら
明
帝
朝
ま

で
官
界
に
活
動
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
得
る
。
ま
た
魏
志
巻
十
五
梁
習

伝
に
は
、
魏
略
苛
吏
伝
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
王
思
・
華
悌
・
都

嘉
ら
の
こ
と
が
出
て
い
る
が
、
こ
れ
も
同
様
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
右
の

例
に
該
当
す
る
者
で
あ
ろ
う
。
な
お
魏
受
，
零
細
、
状
が
必
ず
し
も
郷
党

の
輿
論
に
よ
ら
ず
に
付
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
例
を
あ
げ
る
と
、
晋
書
巻

三
十
三
石
郊
野
に
、

　
　
石
墨
字
些
些
、
渤
海
南
尊
人
也
、
雅
膿
有
七
夕
、
容
儀
偉
麗
、
不

　
　
脩
小
節
、
故
時
人
為
之
語
中
、
石
草
聖
妓
無
双
、
県
召
為
吏
、
給

　
　
農
司
馬
、
会
下
落
陽
程
郭
玄
信
早
使
、
求
人
為
御
、
司
馬
以
苞
及

　
　
郡
耳
糞
之
、
行
十
体
里
、
玄
信
謂
二
人
日
、
子
後
並
当
至
重
相
、

　
　
聖
日
、
御
帳
也
、
何
卿
相
乎
、
既
而
又
今
織
墨
黒
、
事
久
即
決
、

　
　
県
下
鉄
於
蔀
市
、
市
長
紀
国
趙
元
県
名
知
人
、
見
苞
異
之
、
因
与

　
　
肉
交
、
歎
苞
遠
量
、
当
至
公
輔
、
由
是
知
名
、
見
吏
部
聴
許
允
、

　
　
求
為
小
県
、
建
艦
苞
日
、
卿
是
位
野
人
、
当
相
引
在
朝
廷
、
何
欲

　
　
小
県
乎
、
苞
還
嘆
息
、
不
意
允
之
知
己
乃
国
里
也

と
あ
る
。
右
は
全
く
の
下
髪
出
身
で
あ
る
石
苞
が
、
、
郊
市
長
の
好
意
的

な
評
価
を
き
っ
か
け
に
名
声
を
得
、
や
が
て
官
界
に
登
進
ず
る
の
に
必

要
な
状
を
得
た
こ
と
を
察
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
許
允
は
明
帝
時
代

の
尚
書
虫
部
郎
で
あ
る
が
、
県
令
は
中
央
尚
書
吏
部
曹
の
鐙
衡
に
か
か

る
勅
授
官
で
あ
る
か
ら
、
石
苞
が
許
允
に
小
県
を
求
め
、
か
つ
允
が
苞

を
、
そ
れ
相
当
及
び
そ
れ
以
上
の
中
央
官
た
る
べ
き
入
物
で
あ
る
と
し

た
時
点
で
は
、
苞
は
当
然
郡
中
正
の
状
を
得
て
い
だ
と
み
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
右
の
文
か
ら
は
苞
の
名
声
が
必
ず
し
も
郷
里
で
得
ら
れ
た
も
の

で
な
い
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
．
ひ
い
て
は
郡
中
正
の
と
っ
た
郷
論
が
、

必
ず
し
も
郷
党
の
輿
論
そ
の
ま
ま
で
な
い
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　
以
上
見
た
よ
う
な
状
の
表
現
と
状
決
定
の
あ
り
方
と
は
、
た
と
え
現

実
に
選
挙
が
豪
族
層
の
有
利
に
傾
く
の
を
避
け
得
な
い
に
し
て
も
、
そ

こ
に
寒
微
か
ら
の
登
進
の
道
が
ふ
さ
が
れ
る
べ
き
で
な
い
の
を
物
語
っ

て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
要
す
る
に
、
総
体
と
し
て
郡
中
正
制
度
の
し
く

み
は
、
豪
族
勢
力
の
大
小
が
直
接
中
央
の
官
序
に
影
響
す
る
こ
と
を
防

ぐ
も
の
で
あ
り
、
才
能
本
位
の
官
吏
答
用
を
理
念
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
越
智
氏
の
見
解
を
敷
豪
し
な
が
ら
、
中
央
尚
書
三
部
曹
の
鐙
衡

C38）

譲
別
期
の
人
才
主
義
(
神
矢
)

と
接
触
し
て
い
る
者

K
く
ら
べ
、
よ

D
中
央
の
意
向
に
忠
実
で
あ

b
得

る
可
能
性
を
増
す
も
の
で
あ
る
。
と
と
ろ
で
、
そ
う
し
た
と
と
は
、
状

決
定
の
際
と
る
べ
き
郷
論
が
、
郷
党
の
輿
論
そ
の
も
の
で
は
左
く
、
中

央
に
な
け
る
名
声
・
評
判
で
あ

D
得
る
と
と
を
も
察
せ
し
め
る

U

と
れ

と
先
述
の
状
の
表
現
の
抽
象
性
と
が
相
侯
っ
て
、
地
方

K
根
拠
を
も
た

ず
、
郷
党
に
歯
さ
れ
な
い
寒
人
の
官
達
を
も
可
能

K
し
た
。
受
禅
以
前

K
曹
氏

K
臣
従
し
た
寒
人
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
郷
論
を
得
た
と
い

5

形
で
、
し
か
し
現
実

K
は
郷
里
の
豪
族
の
意
向
と
は
一
応
無
関
係
に
、

中
央
官
界

k
h
v
い
て
官
達
を
得
た
と
思
わ
れ
る

U

貌
志
巻
二
十
三
菱
潜

伝

註

K
は
、
貌
略
が
、
徐
福
・
厳
幹
・
李
義
ら
十
人
を
一
巻
に
集
め
て

列
伝
を
編
ん
で
い
た
と
と
が
出
て
い
る
が
、

b

b
む
ね
受
禅
以
前
曹
氏

に
臣
従
し
た
寒
人
の
登
進
者
の
よ
う
で
あ

D
、
文
帝
朝
か
ら
明
帝
朝
ま

で
官
界
に
活
動
し
て
い
る
と
と
を
知

D
得
る
。
ま
た
貌
志
巻
十
五
梁
習

伝

K
は
、
貌
略
苛
吏
伝

K
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
王
思
・
草
悌
・
郷

嘉
ら
の
乙
と
が
出
て
い
る
が
、
乙
れ
も
同
様
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
右
の

例

K
該
当
す
る
者
で
あ
ろ
う
。
な
な
貌
受
禅
後
、
状
が
必
ず
し
も
郷
党

の
輿
論

K
よ
ら
ず
に
付
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
例
を
あ
げ
る
と
、
晋
書
巻

三
十
三
石
萄
伝

K
、

石
萄
字
仲
容
、
掬
海
南
皮
人
也
、
雅
臓
有
智
局
、
容
儀
偉
麗
、
不

備
小
節
、
故
時
人
為
之
語
目
、
石
仲
容
妓
無
双
、
県
召
為
吏
、
給

農
司
馬
、
会
謁
者
陽
葎
郭
玄
信
奉
使
、
求
人
為
御
、
司
馬
以
萄
及

都
支
給
之
、
行
十
余
皇
、
玄
信
謂
二
人
目
、
子
後
並
当
至
郷
相
、

萄
目
、
御
隷
也
、
何
卿
相
乎
、
既
而
叉
被
使
到
刻
、
事
久
不
決
、

乃
販
鉄
於
都
市
、
市
長
柿
国
越
元
儒
名
知
人
、
見
萄
異
之
、
因
与

結
交
、
歎
萄
遠
量
、
当
主
公
輔
、
由
是
知
名
、
見
吏
部
郎
許
允
、

求
為
小
県
、
允
謂
萄
目
、
一
卿
是
我
輩
人
、
当
相
引
在
朝
廷
、
何
欲

小
県
乎
、
萄
還
嘆
息
、
不
意
允
之
知
己
乃
如
此
也

と
あ
る
。
右
は
全
く
の
下
吏
出
身
で
あ
る
石
萄
が
、
郊
市
長
の
好
意
的

左
評
価
を
き
っ
か
け
に
名
声
を
得
、
や
が
て
官
界

K
登
進
す
る
の

K
必

要
左
状
を
得
た
と
と
を
察
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る

U

許
允
は
明
帝
時
代

の
尚
書
吏
部
郎
で
あ
る
が
、
県
令
は
中
央
尚
書
吏
部
曹
の
鐙
衡
に
か
か

る
勅
授
官
で
あ
る
か
ら
、
石
萄
が
許
允

K
小
県
を
求
め
、
か
つ
允
が
萄

を
、
そ
れ
相
当
及
び
そ
れ
以
上
の
中
央
官
た
る
べ
き
人
物
で
あ
る
と
し

た
時
点
で
は
、
萄
は
当
然
郡
中
正
C
状
を
得
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
右
の
文
か
ら
は
萄
の
名
声
が
必
ず
し
も
郷
里
で
得
ら
れ
た
も
の

で
な
い
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る

U

ひ
い
て
は
都
中
正
の
と
っ
た
郷
論
が
、

必
ずJ

し
も
郷
党
の
輿
論
そ
の
ま
ま
で
な
い
乙
と
が
推
測
で
き
る

U

以
上
見
た
よ
う
ま
状
の
表
現
と
状
決
定
の
あ

D
万
と
は
、
た
と
え
説

実

K
選
挙
が
豪
族
層
の
有
利

K
傾
く
の
を
避
け
得
な
い
に
し
て
も
、
そ

こ
に
寒
微
か
ら
の
登
進
の
道
が
ふ
さ
が
れ
る
べ
き
で
な
い
の
を
物
語
っ

て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
要
す
る
に
、
総
体
と
し
て
都
中
正
制
度
の
し
く

み
は
、
豪
族
勢
力
の
大
小
が
直
接
中
央
の
宮
序
に
影
響
す
る
と
と
を
防

ぐ
も
の
で
あ
り

J

、
才
能
本
位
の
官
吏
答
用
を
理
念
と
す
る
も
の
で
あ
る
む

以
上
越
智
氏
の
見
解
を
敷
桁
し
乏
が
ら
、
中
央
尚
書
吏
部
曹
の
詮
衡

(38) 



手
続
き
面
に
澄
け
る
人
才
主
義
を
み
て
き
た
。
こ
う
し
た
九
品
官
人
法

は
、
曹
操
時
代
の
よ
う
な
、
極
端
で
や
や
無
定
型
な
唯
才
主
義
を
改
め

た
も
の
で
あ
り
、
官
僚
制
に
よ
る
王
朝
支
配
を
円
滑
な
ら
し
め
る
べ
く

人
才
主
義
を
統
一
性
を
も
っ
て
う
ち
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
文
帝
の
黄
初
六
年
か
ら
明
帝
の
謡
初
元
年
ま
で
二
選
し
た
吏

部
尚
書
②
衛
螺
の
言
葉
の
中
に
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
魏
志
巻
二
十

二
衛
螺
伝
に

　
　
明
帝
即
位
、
二
六
愚
才
侯
、
後
転
二
三
僕
射
、
典
選
挙
如
前
、
加

　
　
侍
中
、
中
昔
軍
蒋
済
遺
螺
書
聖
、
漢
祖
二
尊
虜
、
為
上
将
、
周
武

　
　
抜
漁
父
、
為
太
師
、
布
衣
廊
養
、
可
登
王
公
、
何
必
守
文
試
而
後

　
　
用
、
頚
答
日
、
古
人
遺
知
慧
拝
任
度
量
、
須
考
績
而
加
瓢
防
、
今

　
　
子
同
牧
野
於
成
康
、
童
子
蛇
於
野
景
、
好
不
経
愚
挙
、
開
抜
奇
之

　
　
津
、
将
使
天
下
馳
騎
名
王
　

と
あ
る
。
蒋
済
は
寒
空
出
身
で
、
揚
州
の
別
駕
か
ら
身
を
起
し
、
曹
操

に
と
り
た
て
ら
れ
て
つ
い
に
摘
播
朝
に
は
護
軍
将
軍
・
散
営
々
侍
に
至

っ
た
も
の
で
あ
る
。
蒋
済
の
述
べ
た
「
文
試
」
と
い
う
語
は
、
武
官
の

人
事
一
い
わ
ば
「
挙
試
」
を
典
っ
て
い
る
国
軍
将
軍
と
し
て
の
立
場
か

ら
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
尚
書
吏
部
曹
に
澄
け
る
錘
衡

を
指
す
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
、
　
「
漢
祖
亡
虜
を
遇
し
て
上
将
と
為
す
。

布
衣
厩
養
も
王
公
に
登
る
べ
し
」
と
い
う
蒋
済
の
言
葉
の
中
に
は
、
嘗

て
曹
操
が
し
ば
し
ば
令
に
示
し
た
と
同
じ
く
、
乱
世
に
拾
頭
し
だ
入
物

に
ふ
さ
わ
し
い
唯
才
主
義
、
実
力
第
一
主
義
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
感

　
魏
前
期
の
人
才
主
義
（
神
矢
）

じ
と
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
衛
螺
に
よ
っ
て
「
抜
奇
」
で
あ
り
「
不

経
の
挙
」
で
あ
る
と
し
て
、
乱
世
を
経
た
創
業
期
に
は
ふ
さ
わ
し
く
と

も
、
安
定
し
た
治
世
に
は
の
ぞ
ま
し
く
な
い
も
の
、
治
世
を
乱
世
に
逆

戻
り
さ
せ
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
魏
が
受
禅
後
、
治
世
に
ふ
さ
わ
し
く
秩
序
だ
て
ら
れ
だ
官
吏
任

用
法
と
し
て
の
九
品
官
人
法
運
営
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
い
る
さ
ま
を

み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
そ
の
努
力
が
、
具
体
的
に
は
尚
書
吏
部

曹
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
九
品
官
人

法
下
、
中
央
に
診
い
て
人
事
に
当
る
吏
空
曹
が
、
少
く
と
も
中
央
の
郎

官
以
上
と
地
方
の
勅
授
官
（
刺
更
・
太
守
・
県
令
な
ど
）
の
鐙
衡
を
総

馴
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
高
度
に
官
吏
任
用
の
中
央
集
権
化
が
実
現
し

た
。
尚
書
吏
部
厚
が
い
か
な
る
方
針
に
基
い
て
錘
衡
を
行
う
か
に
よ
っ

て
、
王
朝
の
支
配
の
成
否
が
左
右
さ
れ
、
官
人
た
る
べ
き
士
人
層
の
風

尚
も
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
、
九
品
見
入
法
が
行
わ
れ
た
時
代
を
通
じ
て

い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
魏
時
代
、
文
帝
・
明
帝
は
こ
の
吏
部
の
錘
衡
が

正
常
に
行
わ
れ
る
べ
く
意
を
注
い
で
い
る
。
こ
と
に
明
帝
の
場
合
、

れ
が
強
く
出
て
い
る
。
次
節
で
は
そ
う
し
た
点
を
と
り
あ
げ
る
。

そ

　
　
二
．
発
令
を
め
ぐ
る
人
才
主
義

　
ω
　
皇
帝
自
身
に
よ
る
高
官
入
事

　
文
帝
は
受
禅
に
際
し
、
自
身
の
意
向
を
決
定
的
に
打
ち
出
し
て
中
央

高
官
の
人
事
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
魏
半
巻
十
質
調
伝
に
、
文
帝
即
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手
続
き
面
k
h
t
け
る
人
才
主
義
を
み
て
き
た
む
乙

D
し
た
九
品
官
人
法

は
、
曹
操
時
代
の
よ
う
在
、
極
端
で
や
や
無
定
型
左
唯
才
主
義
を
改
め

た
も
の
で
あ

D
、
官
僚
制
に
よ
る
王
朝
支
配
を
円
滑
な
ら
し
め
る
べ
く

人
才
主
義
を
統
一
性
を
も
っ
て
う
ち
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
文
帝
の
黄
初
六
年
か
ら
明
帝
の
景
初
元
年
ま
で
典
選
し
た
更

部
尚
書
②
衛
藤
の
言
葉
の
中
に
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る

U

畑
腕
志
巻
二
十

二
衛
諜
伝

K

明
帝
即
位
、
進
封
康
郷
侯
、
後
転
為
右
僕
射
、
典
選
挙
如
前
、
加

侍
中
、
中
護
軍
蒋
済
遺
議
書
日
、
漢
祖
遇
亡
虜
、
為
上
将
、
周
武

抜
漁
父
、
為
太
師
、
布
衣
時
養
、
可
登
王
公
、
何
必
守
文
試
而
後

用
、
議
答
目
、
古
人
遺
知
慧
而
任
度
量
、
須
考
績
而
加
瓢
捗
、
今

子
同
牧
野
於
成
蔵
、
職
断
蛇
於
文
景
、
好
不
経
之
挙
、
開
抜
奇
之

津
、
将
使
天
下
馳
鰐
而
起
尖

と
あ
る
む
蒋
済
は
寒
徴
出
身
で
、
揚
州
の
別
駕
か
ら
身
を
起
し
、
曹
操

K
と

D
た
て
ら
れ
て
つ
い
に
明
帝
朝

K
は
護
軍
将
軍
・
散
騎
常
侍
に
至

っ
た
も
の
で
あ
る
。
持
済
の
述
べ
た
「
文
試
」
と
い
う
語
は
、
武
官
の

人
事
l
い
わ
ば
「
武
試
」
を
典
っ
て
い
る
護
軍
将
軍
と
し
て
の
立
場
か

ら
発
さ
れ
た
も
の
で
あ

D
、
具
体
的
に
は
尚
書
吏
部
曹
に
な
け
る
鐙
衡

を
指
す
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
u

「
漢
祖
亡
虜
を
過
し
て
上
将
と
為
す
。

布
衣
蹄
養
も
王
公
に
登
る
べ
し
」
と
い
う
蒋
済
の
言
葉
の
中
に
は
、
嘗

て
曹
操
が
し
ば
し
ば
令

K
示
し
た
と
同
じ
く
、
乱
世

K
拾
頭
し
た
人
物

K
ふ
さ
わ
し
い
唯
才
主
義
、
実
力
第
一
主
義
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
感

鶴
別
期
の
人
才
主
一
義
ハ
神
矢
)

じ
と
れ
る
む
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
衛
藤

K
よ
っ
て
「
抜
奇
」
で
あ

b
「
不

経
の
挙
」
で
あ
る
と
し
て
、
乱
世
を
経
た
創
業
期

K
は
ふ
さ
む
し
く
と

も
、
安
定
し
た
治
世

K
は
の
ぞ
ま
し
く
な
い
も
の
、
治
世
を
乱
世
に
逆

戻

D
さ
せ
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
む

こ
こ
に
説
が
受
禅
後
、
治
世
に
ふ
さ
わ
し
く
秩
序
だ
て
ら
れ
た
官
吏
任

用
法
と
し
て
の
九
品
宮
人
法
運
営
の
あ

D
方
を
模
索
し
て
い
る
さ
ま
を

み
る
と
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
そ
の
努
力
が
、
具
体
的
に
は
尚
書
吏
部

曹
で
行
わ
れ
て
い
る
と
と
を
も
察
す
る
と
と
が
で
き
よ
う

U

九
日
間
宮
人

法
下
、
中
央
に
・
砕
い
て
人
事

K
当
る
吏
部
曹
が
、
少
く
と
も
中
央
の
郎

官
以
上
と
地
万
の
勅
授
官
(
刺
史
・
太
守
・
県
令
な
ど
)
の
鐙
衡
を
総

管
し
た
が
、
そ
れ
だ
け

K
高
度

K
官
吏
任
用
の
中
央
集
権
化
が
実
現
し

た
。
尚
書
吏
部
曹
が
い
か
な
る
方
針

K
基
い
て
詮
衡
を
行
う
か
に
よ
っ

て
、
王
朝
の
支
配
の
成
否
が
左
右
さ
れ
、
官
人
た
る
べ
き
士
人
層
の
風

尚
も
左
右
さ
れ
る
と
と
は
、
九
品
宮
人
法
が
行
わ
れ
た
時
代
を
通
じ
て

い
え
る
こ
と
で
あ
る

U

貌
時
代
、
文
帝
・
明
帝
は
こ
の
吏
部
の
鐙
衡
が

正
常

K
行
わ
れ
る
べ
く
意
を
注
い
で
い
る
。
こ
と
に
明
帝
の
場
合
、
そ

れ
が
強
く
出
て
い
る
。
次
節
で
は
そ
う
し
た
点
を
と

D
あ
げ
る
。
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一一、
発
令
を
め
ぐ
る
人
才
主
義

付)

皇
帝
自
身
に
よ
る
高
官
人
事

文
帝
は
受
禅

K
際
し
、
自
身
の
意
向
を
決
定
的
に
打
ち
出
し
て
中
央

高
官
の
人
事
を
行
っ
た
と
と
が
あ
る
。
貌
志
巻
十
頁
謝
伝

K
、
文
帝
即



　
麩
削
期
の
人
才
主
義
（
神
矢
）

位
の
年
で
あ
る
黄
道
元
年
に
三
公
の
一
で
あ
る
東
橘
に
任
ぜ
ら
れ
た
買

調
に
つ
い
て

　
　
是
時
文
云
為
五
官
将
、
而
臨
萬
侯
植
才
名
方
盛
、
各
有
党
与
、
有

　
　
奪
宗
之
議
、
文
帝
使
人
間
調
野
心
之
術
…
…
於
是
太
子
必
定
、
調

　
　
自
以
非
太
祖
旧
臣
、
而
策
謀
深
長
、
催
見
猜
嫌
、
忌
門
自
守
、
退

　
　
無
私
交
、
男
女
嫁
嬰
不
結
高
門
、
天
下
之
論
智
計
悪
評
之
、
文
帝

　
　
即
位
、
以
詞
為
太
尉

と
あ
る
。
こ
れ
が
文
帝
の
意
志
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
右
の
部
分
の
註
に
、

　
　
魏
命
日
、
文
帝
徳
嗣
之
対
太
祖
、
故
即
位
盲
評
上
司
、
筍
島
別
伝

　
　
日
、
晋
司
徒
消
、
武
帝
問
其
人
干
鰯
、
百
日
、
三
公
具
忌
門
帰
、

　
　
不
可
非
其
人
、
昔
魏
文
帝
用
買
調
為
三
公
、
孫
墨
摺
之

と
あ
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
吊
忍
巻
二
十
四
崔
林
伝
の
註

に
、
魏
名
臣
奏
を
引
き
、
安
定
太
守
着
岸
が
琢
郡
太
守
王
雄
を
文
帝
に

薦
…
め
る
上
奏
と
、
文
花
が
そ
れ
に
答
え
た
詔
と
を
載
せ
て
い
る
。
そ
の

詔
に

　
　
端
黒
何
鴬
唇
信
、
郡
禺
進
言
漢
、
惟
賢
知
賢
也
、
雄
有
畜
智
技
能

　
　
文
武
三
省
、
徳
宿
知
之
、
今
便
以
参
散
騎
之
選
、
方
使
少
在
芸
州

　
　
下
知
指
帰
、
便
大
用
之
　
、
天
下
之
士
、
欲
使
皆
先
回
散
騎
、
然

　
　
後
出
拠
寸
言
、
二
戸
本
意
也

と
あ
り
、
魏
羅
文
帝
が
天
下
の
人
士
を
先
ず
散
騎
と
し
て
自
ら
の
下
で

「
試
用
」
し
た
後
、
自
ら
の
眼
識
に
か
な
っ
た
者
を
州
郡
の
任
に
就
か

せ
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
結
局
実
現

し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
際
文
帝
が
要
官
の
人
事
を
吏
部
室
を
経
な
い
で

行
お
う
と
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
西
部
曹
を
介
在
さ
せ
る
意
向
を
も
っ

て
い
た
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
次
の
明
帝
の
時
代
に
な
る

と
、
百
官
の
人
事
を
、
吏
部
尚
書
の
予
選
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
自
己

の
判
断
に
基
い
て
可
否
を
決
め
る
ど
い
う
形
で
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

前
出
の
衛
螺
に
つ
い
で
明
帝
朝
に
吏
部
尚
書
と
な
っ
た
の
が
盧
銃
で
あ

る
。
予
言
は
侍
中
か
ら
転
部
尚
書
に
遷
っ
た
が
、
統
の
転
遷
に
よ
っ
て

生
じ
た
侍
中
の
欠
員
補
充
に
つ
い
て
、
魏
志
巻
二
十
二
盧
鯨
伝
に

　
　
使
鮪
自
選
代
書
、
晶
群
卿
者
及
可
、
暴
挙
常
侍
鄭
沖
、
帝
日
、
文

　
　
和
（
鄭
沖
）
吾
自
知
之
、
昏
惑
高
所
未
聞
者
、
乃
挙
玩
武
孫
邑
、

　
　
帝
於
是
用
邑

と
あ
る
。
ま
だ
司
徒
の
欠
員
に
つ
い
て
、
同
じ
く
盧
飾
伝
に
、

　
　
会
司
徒
欠
、
続
挙
処
士
管
寧
、
帝
不
能
用
、
更
問
其
次
、
航
対
日

　
　
敦
篤
至
行
、
則
太
中
大
夫
直
営
、
亮
直
清
方
、
則
皇
軍
校
尉
腹
甲

　
　
貞
固
純
粋
、
則
太
常
常
林
、
帝
乃
用
聾

と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
高
官
の
人
事
に
つ
い
て
は
首
部
尚
書
以
外
の
官
人

か
ら
の
推
薦
の
上
奏
も
少
く
な
い
。
た
と
え
ば
魏
茅
巻
二
十
二
徐
宣
伝

に　
　
遷
尚
書
、
明
帝
即
位
、
封
津
陽
亭
侯
、
邑
二
百
戸
、
中
領
軍
桓
範

　
　
薦
宣
日
…
…
…
窓
見
落
書
徐
宣
体
忠
厚
予
行
、
乗
直
亮
之
性
…
…

　
　
…
今
僕
射
欠
、
宣
行
掌
後
事
、
復
心
任
重
、
莫
宜
答
電
、
帝
遂
以
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謹
別
期
の
人
才
主
義
(
神
'
ち

位
の
年
で
あ
る
黄
初
元
年

K
三
公
の
一
で
あ
る
太
尉
に
任
ぜ
ら
れ
た
頁

調
聞
に
つ
い
て

是
時
文
帝
為
五
官
将
、
而
臨
菌
侯
植
才
名
方
盛
、
各
有
党
与
、
有

奪
宗
之
議
、
文
帝
使
人
問
調
自
国
之
術
:
:
:
於
是
太
子
遂
定
、
調

自
以
非
太
祖
旧
臣
、
而
策
謀
深
長
、
健
見
猪
嫌
、
胡
門
自
守
、
退

無
私
交
、
男
女
嫁
要
不
結
高
門
、
天
下
之
論
智
計
者
帰
之
、
文
帝

即
位
、
以
一
謝
為
太
尉

と
あ
る
。
と
れ
が
文
帝
の
意
志
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

と
は
、
右
の
部
分
の
註

K
、

貌
略
目
、
文
帝
徳
品
開
之
対
太
祖
、
故
即
位
首
登
上
司
、
萄
鼠
別
伝

目
、
音
司
徒
樹
、
武
帝
問
其
人
於
扇
、
答
目
、
三
公
具
婚
所
帰
、

不
可
非
其
人
、
菅
貌
文
帝
用
買
謝
為
三
公
、
孫
権
笑
之

と
あ
る
と
と
か
ら
窺
え
る
u

と
と
ろ
で
、
貌
志
巻
二
十
四
握
林
伝
の
註

K
、
貌
名
臣
奏
を
引
き
、
安
定
太
守
孟
達
が
琢
郡
太
守
王
雄
を
文
帝

K

薦
め
る
上
奏
と
、
文
帝
が
そ
れ
に
答
え
た
詔
と
を
載
せ
て
い
る
。
そ
の

詔

K
昔
粛
何
薦
韓
信
、
郵
局
進
呉
漢
、
惟
賢
知
賢
也
、
雄
有
鰭
智
技
能

文
武
之
姿
、
五
ロ
宿
知
之
、
今
使
以
参
散
騎
之
選
、
方
使
少
在
吾
門

下
知
指
帰
、
便
大
用
之
失
、
天
下
之
士
、
欲
使
皆
先
歴
散
騎
、
然

後
出
拠
州
都
、
是
五
口
本
意
也

と
あ

D
、
貌
初
文
帝
が
天
下
の
人
士
を
先
ず
散
騎
と
し
て
自
ら
の
下
で

「
試
用
」
し
た
後
、
自
ら
の
眼
識

K
か
在
っ
た
者
を
州
郡
の
任
に
就
か

せ
る
と
と
を
理
想
と
し
て
い
た
と
と
が
知
ら
れ
る
。

ζ

れ
は
結
局
実
現

し
な
か
っ
た
が
、
と
の
際
文
帝
が
要
官
の
人
事
を
吏
部
曹
を
経
な
い
で

行
・
沿
う
と
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
吏
部
曹
を
介
在
さ
せ
る
意
向
を
も
っ

て
い
た
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
む
次
の
明
帝
の
時
代

K
ま
る

と
、
要
官
の
人
事
を
、
吏
部
尚
書
の
予
選
し
た
も
の

K
つ
い
て
、
自
己

の
判
断
に
基
い
て
可
否
を
決
め
る
と
い
う
形
で
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

前
出
の
衛
擦
に
つ
い
で
明
帝
朝

K
吏
部
尚
書
と
な
っ
た
の
が
直
銃
で
あ

る
。
直
銃
は
侍
中
か
ら
吏
部
尚
書

K
遷
っ
た
が
、
銃
の
転
遷

K
よ
っ
て

生
じ
た
侍
中
の
欠
員
補
充
K
つ
い
て
、
貌
志
巻
二
十
二
直
銃
伝

K

使
銃
自
選
代
目
、
得
如
卿
者
及
可
、
続
挙
常
侍
鄭
沖
、
帝
目
、
文

和
(
鄭
沖
)
五
ロ
自
知
之
、
更
挙
吾
所
未
聞
者
、
乃
挙
玩
武
孫
邑
、

帝
於
是
国
首
巴

と
あ
る
。
ま
た
司
徒
の
欠
員

K
つ
い
て
、
同
じ
く
直
航
伝
K
、

会
司
徒
欠
、
銃
挙
処
士
管
寧
、
帝
不
能
用
、
更
間
其
次
、
銃
対
日

敦
篤
至
行
、
則
太
中
大
夫
韓
壁
、
亮
直
清
方
、
則
司
隷
校
尉
崖
林

貞
国
純
粋
、
則
太
常
常
林
、
帝
乃
用
藍

と
あ
る
。
と
と
ろ
で
高
官
の
人
事
に
つ
い
て
は
更
部
尚
書
以
外
の
宮
人

か
ら
の
推
薦
の
上
奏
も
少
く
左
い
。
た
と
え
ば
貌
志
巻
二
十
二
徐
宣
伝

(40) 

に

遷
尚
書
、
明
帝
即
位
、
封
津
陽
亭
侯
、
邑
二
百
戸
、
中
領
軍
桓
範

薦
宣
臼
:
:
・
:
:
儲
見
尚
書
徐
宣
体
忠
厚
之
行
、
乗
直
亮
之
性
:
:

:
・
今
僕
射
欠
、
宣
行
掌
後
事
、
復
心
任
重
、
莫
宜
宣
者
、
帝
遂
以



　
　
宣
誓
左
僕
射

と
あ
り
、
魏
志
巻
二
十
四
酒
林
伝
に

i
　
一
景
初
元
年
、
司
徒
司
空
並
欠
、
散
騎
侍
郎
孟
康
薦
滞
日
…
…
…
鴛

　
　
見
土
合
校
尉
崔
林
…
…
…
誠
台
輔
之
妙
器
、
聖
職
之
良
才
也
、
後

　
　
年
歯
為
司
空
、

と
あ
る
。
ζ
の
よ
う
な
推
薦
は
こ
と
に
皇
帝
近
侍
の
官
で
あ
る
侍
中
や

馬
騎
常
侍
か
ら
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
皇
帝
に
朝
廷
内
の
人

材
．
に
つ
い
て
の
情
報
を
供
し
、
皇
帝
の
人
事
決
定
の
資
と
も
な
っ
た
の

・
で
あ
ち
う
℃

　
右
は
～
丁
要
す
る
π
、
聖
帝
」
明
帝
が
、
少
く
と
も
対
内
的
に
は
強
力

な
軍
事
力
を
基
盤
と
し
て
官
吏
層
に
臨
ん
だ
だ
け
に
、
そ
の
要
官
人
事

に
・
あ
っ
て
も
、
任
命
大
権
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
自
己
の
存
在
を
十
分

認
識
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
帝
の
「
恣
意
」

を
介
入
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
皇
帝
が
官
制
上
正
当
な
人
事
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ノ
マ
マ

入
材
登
用
一
が
行
わ
れ
る
べ
く
努
力
し
得
る
力
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
．

回
　
文
帝
㌧
明
帝
時
代
に
裂
け
る
吏
部
の
錘
衡

　
文
帝
の
治
世
は
七
年
、
明
帝
の
そ
れ
は
十
三
年
で
あ
る
が
、
文
帝
・

三
三
が
任
命
大
権
の
優
越
性
を
保
ち
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
官
制
的
に

は
農
書
曹
に
曝
け
る
人
事
鐙
衡
に
人
材
主
義
が
貫
か
れ
る
と
い
う
形
で

理
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
文
帝
の
時
代
、
受
禅
の
直
後
で
あ
る
こ
と
、
そ

　
魏
前
期
の
人
才
主
義
（
神
矢
）

の
治
世
の
短
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
吏
部
に
澄
け
る
錘
衡
の
具
体
像
は
明

帝
の
時
代
ほ
ど
明
確
で
は
誓
い
。
し
か
し
こ
の
間
に
あ
っ
て
も
ハ
前
回

で
挙
げ
た
文
帝
朝
か
ら
明
当
朝
は
じ
め
ま
で
在
任
し
た
既
記
尚
書
衛
螺

の
言
葉
か
ら
、
九
品
官
人
法
の
枠
の
中
で
秩
序
立
て
て
人
才
王
義
を
貫

き
得
る
錘
衡
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
つ
つ
泌
つ
た
こ
と
が
窺
え
る
刀
ぐ

　
次
に
明
帝
時
代
で
あ
る
が
、
明
帝
は
二
十
三
歳
の
若
さ
で
即
位
し
た

が
、
即
位
当
初
か
ら
親
政
の
意
志
を
強
く
あ
ら
φ
し
旋
噂
そ
の
親
政
砿

政
務
の
万
般
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
吏
部
に
診
け
る
錘
衡
に
つ
い
て
も

さ
ま
ざ
ま
な
配
慮
を
し
て
い
る
u

　
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
明
帝
が
鐙
衡
に
た
ず
さ
わ
る
官
吏
－
選
官

1
が
、
私
託
や
情
誼
関
係
に
左
右
さ
れ
な
い
よ
う
腐
心
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
明
帝
即
位
当
時
に
尚
書
吏
部
郎
で
あ
っ
丘
と
思
わ
れ
る
儲
葛

誕
に
つ
い
て
、
魏
志
巻
二
十
八
諸
葛
誕
伝
に
」

　
　
下
馴
吏
部
郎
、
人
有
所
属
託
、
輔
顕
其
言
、
而
承
用
之
後
、
有
当

　
　
否
則
公
議
其
得
失
、
以
為
褒
章
、
自
是
群
僚
莫
要
慎
其
所
挙
’

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
吏
部
へ
の
属
託
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
吏
部
郎
が
そ

れ
を
独
自
の
方
法
で
防
ご
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で

吏
部
尚
書
盧
統
に
つ
い
て
、
晋
書
巻
四
十
四
華
靡
伝
に

　
　
　
選
子
字
長
躯
、
弘
敏
有
才
義
、
妻
真
直
銃
典
選
③
、
難
挙
姻
戚
、

　
　
故
嘆
年
三
十
五
不
得
調
、
晩
為
中
書
通
事
郎
、

と
あ
る
。
ま
た
童
部
郎
許
允
に
つ
い
て
、
虹
彩
巻
九
夏
侯
直
伝
註
π
引

く
魏
氏
春
秋
に
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宣
為
左
僕
射

と
あ

b
、
一
貌
志
巻
三
十
四
握
林
伝

K

景
初
元
年
、
司
徒
司
空
並
火
、
散
騎
侍
郎
孟
康
薦
林
日
j
i
-
-
-
結

見
司
隷
校
尉
握
林
:
・
:
:
:
誠
台
輔
之
妙
器
、
衰
職
之
良
才
也
、
後

日
年
遂
為
司
空
、

と
あ
る
。
と
の
よ
う
左
推
薦
は
と
と
に
皇
帝
近
侍
の
官
で
あ
る
侍
中
や

散
騎
常
侍
か
ら
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う

U

こ
れ
ら
は
皇
帝
K
朝
廷
内
の
人

材

K
ヲ
い
て
の
情
報
を
供
し
、
皇
帝
の
人
事
決
定
の
資
と
も
な
っ
た
の

で
あ
、
ろ
う
。

右
は
、
要
す
る
に
、
文
帝
・
明
帝
が
、
少
く
と
も
対
内
的

K
は
強
力

走
軍
事
力
を
基
盤
と
し
て
官
吏
層

K
臨
ん
だ
だ
け
K
、
そ
の
要
官
人
事

K
あ
っ
て
も
、
任
命
大
権
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
自
己
の
存
在
を
十
分

認
識
さ
せ
た
と
い
う
と
と
で
あ
る

U

た
だ
し
、
と
れ
は
帝
の
「
恋
意
」

を
介
入
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
皇
帝
が
官
制
ハ
寸
一
週
当
左
人
事

i

人
材
登
用

i
が
行
わ
れ
る
べ
く
努
力
し
得
る
力
を
も
っ
と
い
う
と
と
で

あ
る
。

(ロ)

文
帝
・
明
帝
時
代
k
h
v
け
る
吏
部
の
詮
衡

文
帝
の
治
世
は
七
年
、
明
帝
の
そ
れ
は
十
三
年
で
あ
る
が
、
文
帝
・

明
帝
が
任
命
大
権
の
優
越
性
を
保
ち
得
た
と
い
う
と
と
は
、
官
制
的

K

は
吏
部
曹
k
h
v
け
る
人
事
詮
衡

K
人
材
主
義
が
寅
か
れ
る
と
い
う
形
で

理
解
さ
れ
る
ロ
た
だ
し
文
帝
の
時
代
、
受
禅
の
直
後
で
あ
る
と
と
、
そ

穆
別
期
の
人
才
主
義
(
神
矢
)

の
治
世
の
短
い
ζ

と
ま
ど
か
ら
、
吏
部

K
-砕
け
る
鐙
衡
の
具
体
像
は
明

帝
の
時
代
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
と
の
聞
に
あ
ワ
て
も
、
前
節

で
挙
げ
た
文
帝
朝
か
ら
明
帝
朝
は
じ
め
ま
で
在
任
し
た
吏
部
尚
喜
衛
諜

の
言
葉
か
ら
、
九
品
宮
人
法
の
枠
の
中
で
秩
序
立
て
て
人
才
正
義
を
買

き
得
る
詮
衡
の
あ

D
方
が
模
索
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ず

次

K
明
帝
時
代
で
あ
る
が
、
明
帝
は
二
十
三
歳
の
若
さ
で
即
位
し
た

が
、
即
位
当
初
か
ら
親
政
の
意
志
を
強
く
あ
ら
わ
し
た
。
そ
の
親
政
は

政
務
の
万
般
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
吏
部

K
沿
け
る
鐙
衡
に
つ
い
て
も

さ
ま
ざ
ま
左
配
慮
を
し
て
い
る
む

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
明
帝
が
鐙
衡

K
た
ず
さ
わ
る
官
吏

l
選
官

ー
が
、
私
託
や
情
誼
関
係

K
左
右
さ
れ
な
い
よ
う
腐
心
し
て
い
る
乙
と

で
あ
る
。
明
帝
即
位
当
時

K
尚
書
吏
部
郎
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
諸
葛

誕
に
つ
い
て
、
貌
志
巻
二
十
八
諸
葛
誕
伝

K

入
為
吏
部
郎
、
人
有
所
属
託
、
輔
顕
其
言
、
而
承
用
之
後
、
有
当

否
則
公
議
其
得
失
、
以
為
褒
夜
、
自
是
群
僚
莫
不
慎
其
所
挙

と
あ
る
が
、
乙
れ
は
吏
部
へ
の
属
託
が
あ
っ
た
と
と
と
、
吏
部
郎
が
そ

れ
を
独
自
の
方
法
で
防
ど
う
と
し
た
と
と
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で

吏
部
尚
書
慮
銃

K
つ
い
て
、
晋
書
巻
四
十
四
華
廃
伝

K

廃
字
字
長
駿
、
弘
敏
有
才
義
、
妻
父
直
敏
典
選
③
、
難
挙
姻
戚
、

故
廃
年
三
十
五
不
得
調
、
晩
為
中
書
通
事
郎

と
あ
る
。
ま
た
吏
部
郎
許
允
に
つ
い
て
、
貌
志
巻
九
夏
侯
玄
伝
註

K
引

〈
貌
氏
春
秋
K

、て41)



　
魏
前
期
の
人
才
主
義
（
神
矢
）

　
　
允
為
吏
耳
当
、
選
郡
守
、
明
堤
脚
其
所
用
非
次
、
召
王
将
加
罪
、

　
　
病
妻
玩
氏
濾
出
謂
日
、
明
主
可
以
理
奪
、
難
心
情
求
、
允
頷
之
而

　
　
入
、
帝
魔
羅
之
、
允
対
日
、
某
郡
太
守
錐
限
満
文
書
先
至
年
限
在

　
　
後
、
日
限
在
前
、
雄
蕊
取
，
雄
視
之
晶
乃
釈
遣
出
、
望
其
無
敗
日
、
清

　
　
吏
也
、
賜
之

と
み
る
。
再
記
事
は
相
侯
っ
て
明
帝
が
吏
部
の
鐙
衡
に
澄
い
て
、
選
官

へ
・
の
属
託
や
選
官
個
人
の
情
誼
関
係
が
作
用
す
る
の
を
杏
生
し
て
い
る

の
を
察
せ
し
め
る
。
先
の
諸
葛
誕
伝
の
記
事
も
、
蓋
し
こ
う
し
た
線
に

沿
っ
て
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
右
に
明
帝
が
吏
部
道
連
允
の
培
う
る
所
が
「
非
次
」
で
あ
る

七
疑
い
’
、
そ
乳
を
轡
め
て
い
る
の
は
、
こ
こ
に
正
当
な
「
次
」
を
決
す

べ
き
鐙
衡
の
あ
る
こ
と
を
窺
わ
し
め
る
。
こ
う
し
た
鐙
衡
を
行
え
ば
、

自
ら
選
官
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
部
分
が
ご
く
少
く
な
る
。
こ
れ
は
魏

初
の
逃
品
官
人
法
の
し
く
み
上
、
少
く
も
理
念
上
、
人
才
主
義
を
貰
く

ζ
－
と
に
な
・
る
の
で
あ
る
が
、
今
そ
れ
を
み
て
い
く
。

」
ま
ず
吏
部
の
錘
衡
に
澄
い
て
基
本
的
な
資
料
と
さ
れ
る
も
の
を
検
討

七
よ
う
。
そ
の
第
一
は
第
一
節
で
述
べ
た
中
正
の
状
で
あ
る
が
、
そ
れ

以
外
に
官
人
と
し
て
の
閲
歴
功
労
i
薄
伐
が
あ
る
。
魏
志
巻
二
十
一
傅

蝦
伝
に
、
」
傅
襯
が
劉
勧
の
作
9
た
考
課
の
法
（
後
述
）
を
難
じ
た
文
章

を
載
せ
て
い
る
ゆ
そ
の
文
に

　
　
（
前
略
）
其
選
才
三
職
、
専
任
吏
部
、
案
品
状
、
則
実
才
未
必
当

　
　
任
薄
伐
、
則
徳
行
未
為
叙
、
如
此
則
殿
最
毒
心
、
未
尽
人
才
、
述

　
　
綜
王
度
、
敷
賛
山
盛
、
体
深
義
広
、
難
露
払
詳
也

と
あ
る
。
傅
蝦
の
当
時
の
鐙
衡
ρ
あ
ゆ
労
4
剰
ゴ
濁
挑
判
の
暗
否
…
な
志

ば
ら
く
お
く
が
、
こ
の
文
か
ら
愚
時
の
莫
榔
ψ
鐙
循
葺
い
て
、
状
は

起
家
に
決
定
的
に
は
た
ら
く
が
、
起
家
琢
遷
廟
男
澹
臓
、
款
脇

え
て
薄
伐
一
閲
歴
功
労
一
が
問
題
と
容
れ
ろ
の
が
わ
か
る
。
た
だ
し
今

問
題
と
し
て
い
み
郡
中
正
時
代
の
九
口
仰
官
依
法
、
犀
瀞
齢
ズ
、
状
が
後
の
ヒ

州
大
中
正
時
代
と
同
じ
く
、
閲
歴
功
勝
沖
疑
知
を
且
つ
入
事
て
．
改
作
溶

れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
み
。
魔
覆
譲
鼻
糞
正
時

代
に
状
が
改
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
三
豊
黒
鼠
牽
壌
隔
燈

明
帝
の
治
世
末
に
考
課
の
法
が
制
定
肇
沸
π
が
、
そ
れ
以
前
に
あ
っ
て

も
、
薄
藍
が
適
業
に
資
さ
れ
た
で
勇
つ
乏
羅
測
｛
ゐ
刃
漉
悉

巻
十
五
蚕
齢
伝
に
、
文
帝
時
代
の
て
と
之
↓
て
♂
環
∵
　
智
、
∴
、
一
、

　
　
亡
帝
践
昨
、
復
置
井
州
一
難
為
刺
史
、
、
進
化
申
門
亭
侯
、
「
．
邑
石
戸

　
　
政
治
常
為
天
下
最

と
あ
る
の
は
そ
れ
を
察
せ
し
鷲
。
少
く
竜
、
並
立
狸
繍
歴
励

磁
が
、
遷
転
昇
進
に
何
ら
意
味
を
も
尭
な
ゆ
つ
元
薄
い
う
こ
主
な
湾
逸

ら
れ
な
い
。

　
今
や
や
図
式
的
に
面
部
の
鐙
衡
を
論
ず
渇
止
、
．
“
吏
郁
で
滋
憎
官
に
久

員
が
生
じ
る
ご
と
に
補
充
適
任
者
を
秦
尤
渇
。
ご
ま
の
像
味
就
窟
渚
湛
ρ

い
て
は
状
、
既
就
官
者
に
つ
い
て
は
状
4
誌
面
甚
基
か
冥
鐙
漏
壷
石
諏

う
わ
け
で
あ
る
が
、
後
者
の
鐙
衡
の
対
象
に
な
み
在
官
の
乱
入
「
拡
、
・
・
嬉

序
の
上
で
遷
転
昇
進
の
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
者
で
あ
る
　
。
・
．
吏
部
碧
贈

i．〈4，　2）

綿
前
期
の
人
才
主
義
(
神
矢
〉

允
為
吏
部
郎
、
選
郡
守
、
明
帝
疑
其
所
用
非
次
、
召
入
将
加
罪
、

允
妻
玩
氏
蹴
出
謂
日
、
明
主
可
以
理
奪
、
難
以
情
求
、
允
領
之
而

入
、
帝
怒
詰
之
、
允
対
日
、
某
郡
太
守
雄
限
満
文
書
先
至
年
限
在

後
、
日
限
在
前
、
帝
前
取
事
視
之
汚
釈
遣
出
、
望
其
衣
敗
目
、
清

吏
也
、
賜
之

と
あ
る
。
両
記
事
は
相
侠
っ
て
明
帝
が
吏
部
の
詮
衡

K
沿
い
て
、
選
官

〈
ー
の
属
託
や
選
官
個
人
の
情
誼
関
係
が
作
用
す
る
の
を
否
定
し
て
い
る

の
を
察
せ
し
め
る
。
先
の
諸
葛
誕
伝
の
記
事
も
、
蓋
し
こ
う
し
た
線

K

沿
っ
て
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

き
て
、
右

K
明
帝
が
吏
部
郎
許
允
の
用
う
る
所
が
「
非
次
」
で
あ
る

と
疑
い
、
そ
れ
を
餐
め
て
い
る
の
は
、
乙
乙

K
正
当
左
「
次
」
を
決
す

べ
き
経
衡
の
あ
る
と
と
を
窺
わ
し
め
る
。
こ
う
し
た
鐙
衡
を
行
え
ば
、

自
ら
選
官
の
、
裁
量

K
委
ね
ら
れ
る
部
分
が
ど
く
少
く
な
る
u

と
れ
は
貌

初
の
九
品
官
人
法
の
し
く
み
上
、
少
く
も
理
念
上
、
人
才
主
義
を
貰
く

こ
と

K
左
る
の
で
あ
る
が
、
今
そ
れ
を
み
て
い
く
。

ま
ず
吏
部
の
絵
衡
k

b
い
て
基
本
的
な
資
料
と
さ
れ
る
も
の
を
検
討

し
工

'50
そ
の
第
一
は
第
一
節
で
述
べ
た
中
正
の
状
で
あ
る
が
、
そ
れ

以
外

K
官
人
と
し
て
の
閲
歴
功
労

l
薄
伐
が
あ
る
。
観
志
巻
二
十
一
侍

蝦
伝

K
、
停
曜
が
劉
効
の
作
っ
た
考
課
の
法
(
後
述
〉
を
難
じ
た
文
章

を
載
せ
て
い
る
。
そ
の
文

K

(
前
略
)
其
選
才
三
職
、
専
任
吏
部
、
案
品
状
、
則
実
才
未
必
当

任
薄
伐
、
則
徳
行
未
為
叙
、
如
此
則
殿
最
之
課
、
未
尽
人
才
、
述

綜
王
度
、
敷
賛
国
式
、
体
深
義
広
、
難
得
市
詳
也

と
あ
る
。
惇
椴
の
当
時
の
ι

鐙
衡
の
あ

D
方
不
対
戸
す
る
批
判
の
当
否
ほ
‘
し

ば
ら
く
全
く
が
、
と
の
文
か
ら
当
時
の
吏
部
-
の
鐙
衡

K
沿
い
て
、
状
は

起
家

K
決
定
的

K
は
た
ら
く
が
、
起
家
一
後
の
選
転
昇
進

K
は
、
日
状
K
加

え
て
薄
伐

l
閲
歴
功
労

i
が
問
題
と
空
れ
る
の
が
わ
か
る
。
た
だ
し
今

問
題
と
し
て
い
る
郡
中
正
時
代
の
九
品
官
〈
法
K
砕
い
て
、
状
が
後
の

州
大
中
正
時
代
と
同
じ
く
、
閲
歴
功
労
や
皮
細
を
と

D
入
れ
て
改
作
包

れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る

U

管
見
の
及
ぶ
限

D
、
都
中
正
時

代

K
状
が
改
作
さ
れ
て
い
た
と
と
を
一
示
す
史
料
は
見
当
ら
丘
ぃ
。
た
h
J

明
帝
の
治
世
末

K
考
謀
の
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
に
あ
っ
て

も
、
薄
伐
が
鐙
衡
に
資
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
と
は
推
測
で
怠
る

U

、
観
忘

巻
十
五
梁
習
伝

K
、

文

帝

時

代

の

こ

と

と

し

て

吋

文
帝
践
昨
、
復
置
井
州
、
復
為
刺
史
、
進
封
申
門
亭
侯
一
邑
百
戸
、

政
治
常
為
天
下
最

と
あ
る
の
は
そ
れ
を
察
せ
し
め
る
。
少
く
と
も
、
官
吏
個
々
の
閲
歴
功

労
が
、
選
転
昇
進

K
何
ら
意
味
を
も
た
な
か
っ
た
と
い
う
と
と
は
培
え

ら
れ
在
い
。

;(42) 

今
や
や
図
式
的

K
吏
部
の
鐙
衡
を
論
ず
る
と
、
吏
部
一
で
は
一
宮

K
欠

員
が
生
じ
る
ど
と
に
補
充
適
任
者
を
案
じ
る
。
そ
の
際
未
就
宮
者

K

つ

い
て
は
状
、
既
就
官
者

K
つ
い
て
は
状
・
薄
伐

K
基
い
て
~
鐙
衡
佐
行
丘

う
わ
け
で
あ
る
が
、
後
者
の
詮
衡
の
対
象

K
な
る
在
官
の
官
人
は
、
{
信

序
の
上
で
遷
転
昇
進
の
時
期

K
あ
た
っ
て
い
る
者
で
あ
る
。
吏
部
曹
で



は
彼
等
の
遷
転
昇
進
に
つ
い
て
あ
る
程
度
客
観
的
な
序
列
を
つ
く
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
「
以
上
の
手
続
き
を
も
っ
て
、
未
就
官
者
・
既
就
官

府
を
通
じ
隅
欠
員
の
生
七
た
官
の
最
適
任
者
を
選
ぶ
の
が
吏
部
の
鐙
衡

で
あ
る
。
軍
部
郎
許
允
が
用
う
る
所
が
「
非
次
」
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ

れ
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
序
列
の
無
視
、
棄
乱
、
或
は
そ
の
官
品
に
相

応
し
な
い
者
の
挿
入
な
ど
を
指
す
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
鐙
衡
に
際

し
て
の
・
「
次
」
つ
ま
り
順
序
次
第
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
外
に
魏
半

巻
十
二
毛
跡
伝
に
、
毛
珂
が
曹
操
の
司
空
丞
相
の
豫
と
し
て
選
挙
に
あ

ず
か
っ
て
い
た
時
の
ζ
と
と
し
て

　
　
豊
年
く
曹
　
）
為
五
官
将
、
親
雪
詣
研
、
属
男
親
春
、
玖
答
日
、

　
　
老
臣
以
能
守
職
、
幸
得
手
遠
、
今
所
説
人
、
非
翼
竜
、
是
以
不
興

　
　
奉
命

と
あ
る
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
右
の
記
事
は
九
品
官
人
法
制
定
以
前
の
も

の
で
は
あ
る
が
「
次
」
の
何
た
る
か
を
察
せ
し
め
る
に
足
る
。
ま
た
晋

書
巻
四
十
三
山
濤
伝
に
、
　
「
山
濤
啓
事
」
を
行
な
つ
だ
こ
と
で
有
名
な

西
晋
雲
量
朝
の
吏
部
尚
書
山
濤
に
つ
い
て

　
　
濤
再
居
世
職
十
有
余
年
、
毎
一
官
欠
、
輯
啓
擬
数
人
、
詔
旨
有
所

　
・
向
、
然
後
学
奏
、
随
筆
悪
所
欲
為
先
、
三
型
之
所
用
四
馬
挙
首
、

　
　
衆
情
不
妊
、
骨
導
軽
重
任
意
、
或
譜
之
於
帝
、
聖
帝
手
詔
戒
濤
日

　
　
夫
用
人
惟
才
、
不
遺
疎
遠
卑
淺
、
天
下
便
化
　
、
十
型
行
之
自
若

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
や
や
難
解
で
あ
り
、
そ
こ
に
い
く
つ
か
の
間
題

を
含
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で
は
た
だ
山
濤
が
欠
員
の
生
じ
た
官
の
適
任

　
魏
前
期
の
人
才
主
義
く
神
矢
）

者
に
擬
し
た
数
入
が
「
尊
墨
」
を
は
じ
め
と
し
て
序
列
を
以
て
列
記
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
を
指
摘
ゆ
る
夜
止
め
乃
∵
こ
つ
↓
次

「
挙
首
」
を
設
け
る
よ
う
な
ご
、
と
倣
、
恐
ち
く
魏
初
に
も
存
在
↓
て
か

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
総
領
巻
．
二
十
二
盧
評
伝
「
に
、
“

　
　
会
司
徒
欠
、
統
挙
処
士
岩
桜
、
㌔
帝
不
能
用
唱
．
更
問
甘
芳
次
い
、
硫
対
月

　
　
敦
三
芳
行
、
則
太
中
大
夫
韓
聾
、
い
亮
恒
清
笏
、
則
向
隷
較
尉
崔
淋

　
　
貞
固
純
粋
、
則
太
常
常
林
、
帝
準
用
聾
、
」
「

と
あ
る
。
右
は
明
帝
が
吏
部
尚
書
の
予
選
レ
だ
忌
め
に
」
つ
や
ズ
、
－
自
君
」

の
判
断
に
よ
っ
て
可
否
を
決
め
為
と
ヤ
う
形
で
要
望
の
人
事
を
行
つ
沸

例
と
し
て
前
款
に
引
い
た
も
の
で
あ
る
。
文
中
に
「
更
に
其
‘
φ
吹
汝
．
濁

も
の
を
問
う
」
と
あ
る
の
は
、
吏
早
発
急
難
激
が
旬
徒
の
適
任
者
走
七

て
列
挙
し
た
人
士
に
序
列
が
あ
る
こ
と
を
察
せ
し
め
る
。
”
右
φ
場
合
か

処
士
管
寧
が
「
挙
首
」
で
あ
ろ
う
。
㎡
三
公
て
幽
偽
司
徒
φ
鐙
衡
4
処
ま

が
挙
が
っ
て
い
る
こ
’
と
は
破
格
で
泌
9
9
注
月
夜
値
す
・
る
が
曲
管
寧
4
ρ

い
て
は
後
述
す
る
。
要
す
る
に
魏
の
明
帝
時
代
に
あ
っ
て
も
、
欠
員
の

生
じ
た
官
に
当
て
る
べ
き
入
唐
に
倣
、
適
ゐ
程
度
客
観
釣
κ
u
付
さ
れ
旋

序
列
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
幽
ろ
う
ゆ
明
帝
は
選
官
が
私
意
を
以
て

そ
の
序
列
を
乱
さ
な
い
こ
と
を
要
求
「
し
て
い
・
塵
φ
て
あ
る
汐
こ
一
う
t
逸

墨
書
の
あ
り
方
は
、
郡
中
正
時
代
の
九
品
官
記
解
悟
は
、
状
が
壕
族
謬

力
の
大
小
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
お
ら
ず
、
豪
族
勢
力
以
外
の
者
に
も

官
達
を
可
能
に
す
る
と
い
う
意
味
で
入
才
主
義
を
う
ち
撮
し
て
か
旋
て

と
と
相
応
ず
る
も
の
で
、
吏
部
に
冷
け
る
鐙
衡
κ
弓
懸
の
私
意
私
情
を

C43）

は
彼
等
の
遷
転
昇
進
に
つ
い
て
あ
る
程
度
客
観
的
左
序
列
を
つ
く
っ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
手
続
き
を
も
っ
て
、
未
就
官
者
・
既
就
官

者
を
通
じ
、
欠
員
の
生
じ
た
官
の
最
適
任
者
を
選
ぶ
の
が
吏
部
の
鐙
衡

で
あ
る
。
吏
部
郎
許
允
が
用

5
る
所
が
「
非
次
」
で
あ
る
と
と
を
疑
わ

れ
た
と
い
う
の
は
、
乙
の
序
列
の
無
視
、
素
乱
、
或
は
そ
の
官
品

K
相

応
し
左
い
者
の
挿
入
在
ど
を
指
す
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
鐙
衡

K
際

し
て
の
「
次
」
つ
ま

D
順
序
次
第
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
外
に
貌
志

巻
十
二
毛
政
伝

K
、
毛
町
が
曹
操
の
司
空
丞
相
の
操
と
し
て
選
挙

K
あ

ず
か
っ
て
い
た
時
の
と
と
と
し
て

文
帝
〈
曹
一
企
)
為
五
官
将
、
親
自
詣
恥
州
、
属
所
親
春
、
新
答
目
、

老
臣
以
能
守
職
、
幸
得
免
戻
、
今
所
説
人
、
非
遷
次
、
是
以
不
敢

奉
命

と
あ
る
の
が
あ
げ
ら
れ
る

U

右
の
記
事
は
九
品
官
人
法
制
定
以
前
の
も

の
で
は
あ
る
が
「
次
」
の
何
た
る
か
を
察
せ
し
め
る
に
足
る
。
ま
た
晋

書
巻
四
十
三
山
議
伝
に
、
「
山
遺
骨
啓
事
」
を
行
な
っ
た
と
と
で
有
名
左

西
晋
武
帝
朝
の
吏
部
尚
書
山
議
に
つ
い
て

議
再
居
選
職
十
有
余
年
、
毎
一
官
欠
、
現
啓
援
数
人
、
詔
旨
有
所

向
、
然
後
顕
奏
、
随
帝
意
所
欲
為
先
、
故
帝
之
所
用
或
非
挙
首
、

衆
情
不
察
、
以
糧
問
軽
重
任
意
、
或
譜
之
於
帝
、
故
帝
手
詔
戒
薄
日

夫
用
人
惟
才
、
不
遺
疎
遠
卑
品
腕
、
天
下
便
化
楽
、
而
簿
行
之
自
若

と
あ
る
。
乙
の
記
事
は
や
や
難
解
で
あ

D
、
そ
と

K
い
く
つ
か
の
問
題

を
含
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で
は
た
だ
山
需
が
欠
員
の
生
じ
た
官
の
適
任

墾
前
期
の
人
才
主
義
(
神
ち

者

K
援
し
た
数
人
が
「
挙
首
」
を
は
じ
め
と
し
て
序
列
を
以
て
列
記
さ

れ
て
い
た
と
と
を
示
し
て
い
る
の
を
指
摘
す
る
に
止
め
る
。
一
こ
う
し
花

「
挙
首
」
を
設
け
る
よ
う
な
と
と
は
、
恐
ら
く
貌
初

K
も
存
在
し
て
い

J

た
乙
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
説
志
巻
二
十
二
慮
航
伝

K
、

会
司
徒
欠
、
銃
挙
処
士
管
寧
、
帝
不
能
用
、
更
閉
其
次
、
、
銃
苅
呂
、

敦
篤
至
行
、
則
太
中
大
夫
韓
壁
、
亮
直
清
万
、
則
司
隷
校
尉
催
林

貞
固
純
粋
、
則
太
常
常
林
、
帝
乃
用
壁
、

と
あ
る
。
右
は
明
帝
が
吏
部
尚
喜
の
予
選
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
自
己

C

判
断

K
よ
っ
て
可
否
を
決
め
る
と
い
う
ー
形
で
要
官
の
人
事
を
行
っ
た

例
と
し
て
前
款

K
引
い
た
も
の
で
あ
る

U

文
中
に
寸
更
に
其
の
次
左
一
る
'

も
の
を
問
う
」
と
あ
る
の
は
、
吏
部
尚
書
慮
銃
が
司
徒
の
適
任
者
と
心

て
列
挙
し
た
人
士

K
序
列
が
あ
る
と
と
を
察
せ

L
め
る

U

右
の
、
場
合
バ

処
士
管
寧
が
「
挙
首
」
で
あ
ろ
う
。
二
一
公
で
あ
る
司
徒
の
絵
衡

K
処
士

が
挙
が
っ
て
い
る
と
と
は
破
格
で
あ

D
注
目

K
値
す
る
が
、
管
寧
に
つ
も

い
て
は
後
述
す
る

U

要
す
る
に
貌
の
明
帝
時
代

K
あ
っ
て
も
、
欠
員
の

生
じ
た
宮

K
当
て
る
べ
き
人
士
に
は
、
あ
る
程
度
客
観
的
に
付
さ
れ
た

序
列
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
勺
明
帝
は
選
官
が
私
意
を
以
て

そ
の
序
列
を
乱
さ
左
い
乙
と
を
要
求
し
て
い
た
の
で
あ
る

U

川
と
う
し
た

鐙
衡
の
あ

D
方
は
、
郡
中
正
時
代
の
九
品
{
巨
人
法
で
は
、
状
が
豪
族
勢

力
の
大
小
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
台
ら
ず
、
豪
族
勢
力
以
外
の
者
に
も

宮
達
を
可
能
に
す
る
と
い
う
意
味
で
人
才
主
義
を

5
ち
出
し
て
い
た
ζ

と
と
相
応
ず
る
も
の
で
、
吏
部

K
-砕
け
る
鐙
衡
に
選
官
の
私
意
私
情
を

; (4.3) 







　
魏
前
期
の
人
才
主
義
（
神
矢
）

る
。
賜
帝
が
大
い
に
こ
れ
を
危
惧
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
見
た
ご
と
く

で
あ
る
。
と
は
い
え
も
し
明
帝
が
世
説
賢
媛
に
描
出
さ
れ
る
情
景
に
あ

っ
た
な
ら
、
帝
は
許
允
の
．
答
辞
に
も
大
い
に
衝
撃
を
受
け
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
事
実
、
尚
書
吏
掌
篇
が
人
事
を
専
管
す
る
た
め
に
、
人
才
を
知

る
道
が
狭
め
ら
れ
．
る
と
い
う
欠
点
が
生
じ
得
る
こ
と
、
ま
た
現
実
に
そ

う
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
郡
中
正
時
代
の
魏
の
み
な
ら
ず
、
、
九
品
官
人
法

が
行
な
わ
れ
た
時
代
を
通
じ
て
九
品
官
人
法
の
根
本
的
な
欠
陥
の
一
つ

と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
故
に
古
の
長
物
里
選
に
か

・
え
れ
と
い
う
論
議
も
存
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
「
二
二
所
知
」
と
い
う

論
語
の
言
葉
が
、
賢
才
を
挙
げ
る
に
つ
い
て
の
、
古
典
に
お
け
る
と
同

様
現
実
㊨
，
生
き
た
理
想
と
し
て
当
時
存
在
し
た
こ
と
は
、
他
に
多
く
引

用
の
あ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
魏
志
警
世
伝
注
に
引
く
，
魏

名
臣
奏
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

　
　
安
定
太
守
孟
達
薦
（
王
）
雄
日
、
臣
聞
、
明
君
明
白
賢
為
業
、
忠

　
　
臣
以
進
善
為
数
、
・
故
易
三
三
茅
連
茄
、
伝
日
、
挙
爾
所
知
、
臣
不

　
　
自
量
癬
慕
其
義
（
下
略
）

と
あ
る
。
文
中
に
引
ぐ
易
の
文
句
「
抜
茅
連
茄
」
は
賢
者
が
そ
の
同
類

を
薦
め
る
こ
と
を
い
い
、
　
「
挙
爾
所
知
」
と
類
似
の
表
現
で
あ
る
。
ま

た
前
掲
の
晋
書
劉
建
伝
に
引
く
崇
譲
論
に
も
’

　
　
…
…
因
資
用
半
挿
失
久
　
、
草
亀
漢
魏
以
来
、
時
開
大
挙
、
令
衆

　
　
官
各
車
所
知

と
あ
り
、
大
挙
の
原
則
が
「
挙
爾
所
知
」
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
示
し

て
い
る
。
ま
た
右
で
、
漢
魏
以
来
時
に
大
挙
を
開
く
必
要
が
あ
っ
た
の

は
、
　
「
資
に
よ
っ
て
人
を
用
う
る
こ
と
に
失
が
有
る
」
か
ら
で
あ
る
と

し
て
い
る
が
、
崇
譲
論
全
体
の
構
成
か
ぢ
み
て
も
こ
の
「
資
」
は
魏

に
あ
っ
て
は
状
・
悪
言
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
⑤
。
翻
づ
て
思
う
に
嘱
．

吏
部
に
澄
け
る
鐙
衡
が
、
状
・
薄
伐
に
よ
レ
全
体
的
に
は
書
類
を
中
心

と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
九
品
官
人
法
の
機
構
上
、
・
ぞ
う
あ

る
べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
で
は
大
才
を
「
次
」
を

越
え
て
抜
く
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
明
帝
の
・
「
開
大

挙
」
は
、
た
と
え
そ
れ
が
吏
部
め
正
常
な
選
挙
を
妨
げ
る
嫌
い
が
あ
る

に
し
て
も
、
当
時
の
九
品
官
人
法
そ
の
も
の
の
も
つ
欠
陥
へ
の
認
識
と

そ
の
欠
陥
を
改
め
て
行
く
と
い
う
姿
勢
ど
の
現
わ
れ
と
レ
て
理
解
す
べ

く
、
そ
れ
だ
け
に
吏
部
の
鐙
衡
ど
「
開
大
挙
」
ど
は
よ
亘
高
い
次
隈
－

人
才
主
義
一
に
お
い
て
統
一
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
明
帝
の
人
才
主
義
が
切
実
左
必
要
に
迫
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
て
導
く
り
，
、

　
明
帝
の
治
世
は
対
内
的
に
は
一
応
安
定
し
て
い
た
。
し
か
し
当
時
ば

依
然
三
国
鼎
立
の
時
代
で
あ
り
、
明
帝
の
即
位
ま
も
な
い
太
和
元
年
春

三
月
に
は
、
蜀
将
諸
葛
亮
が
劇
中
に
出
兵
し
て
お
り
、
以
後
も
そ
の
治

世
を
通
じ
て
た
え
ず
呉
・
蜀
と
の
攻
防
を
ぐ
り
返
し
て
い
た
、
，
こ
う
し

た
時
世
に
対
処
し
て
、
明
帝
が
真
の
入
材
を
捜
求
し
だ
ご
と
は
当
然
・
で

あ
る
。
本
稿
は
中
央
吏
部
の
鐙
衡
に
か
か
る
文
富
の
入
事
を
論
述
ず
る

も
の
で
あ
る
が
、
当
時
文
官
・
武
官
は
専
門
化
し
て
診
ら
ず
、
一
昨
日
ま

ぐ461）、

鶴
岡
期
の
人
才
主
義
(
神
矢
)

る
。
明
帝
が
大
い
に
と
れ
を
危
倶
し
て
い
る
と
と
は
先
に
見
た
ど
と
く

で
あ
る
。
と
は
い
え
も
し
明
帝
が
世
説
賢
媛
に
描
出
さ
れ
る
情
景

K
あ

っ
た
な
ら
、
帝
は
許
允
の
答
辞
に
も
大
い
に
衝
撃
を
受
け
た
と
と
で
あ

ろ
う
。
事
実
、
尚
書
吏
部
曹
が
人
事
を
専
管
す
る
た
め

K
、
人
才
を
知

る
道
が
狭
め
ら
れ
る
と
い
う
欠
点
が
生
じ
得
る
と
と
、
ま
た
現
実
に
そ

う
で
あ
っ
た
と
と
は
、
郡
中
正
時
代
の
鶴
の
み
左
ら
ず
、
九
品
宮
人
法

が
行
左
わ
れ
た
時
代
を
通
じ
て
九
品
官
人
法
の
根
本
的
左
欠
陥
の
一
つ

と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
故
に
古
の
郷
挙
里
選
に
か

え
れ
と
い
う
論
議
も
存
す
る
の
で
あ
る
。
を
な
「
挙
爾
所
知
」
と
い
う

論
語
の
言
葉
が
、
賢
才
を
挙
げ
る
に
つ
い
て
の
、
古
典

K
-砕
け
る
と
同

様
現
実
の
生
き
た
理
想
と
し
て
当
時
存
在
し
た
と
と
は
、
他

K
多
く
引

用
の
あ
る
と
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
貌
志
崖
林
伝
注

K
引
く
貌

名
臣
奏
K

安
定
太
守
孟
達
薦
〈
王
)
雄
日
、
臣
聞
、
明
君
以
求
賢
為
業
、
忠

臣
以
進
善
為
放
、
故
易
称
抜
茅
連
茄
、
伝
目
、
挙
爾
所
知
、
臣
不

自
量
、
官
慕
其
義
(
下
略
)

と
あ
る
。
文
中

K
引
く
易
の
文
句
「
抜
茅
連
茄
」
は
賢
者
が
そ
の
同
類

を
薦
め
る
と
と
を
い
い
、
「
挙
爾
所
知
」
と
類
似
の
表
現
で
あ
る
ロ
ま

た
前
掲
の
晋
書
劉
寒
伝

K
引
く
崇
譲
論
に
も

・
・
:
因
資
用
人
有
失
久
失
、
故
自
漢
貌
以
来
、
時
開
大
挙
、
令
衆

官
各
挙
所
知

と
あ

D
、
大
挙
の
原
則
が
「
挙
爾
所
知
」
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭

K
示
し

て
い
る
。
ま
た
右
で
、
漢
貌
以
来
時
医
大
挙
を
開
く
必
要
が
あ
っ
た
の

は
、
「
資
に
よ
っ
て
人
を
用
う
る
と
と
に
失
が
有
る
」
か
ら
で
あ
る
と

し
て
い
る
が
、
中
宗
譲
論
全
体
の
構
成
か
ら
み
て
も
と
の
寸
資
]
は
貌

に
あ
っ
て
は
状
・
薄
伐
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
⑤
u

翻
っ
て
思
う

K
1

吏
部

K
・
砕
け
る
鐙
衡
が
、
状
・
薄
伐
に
よ

b
全
体
的
に
は
書
類
を
中
心

と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
と
と
は
、
九
品
官
人
法
の
機
構
上
、
そ
う
あ

る
べ
き
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
口
し
か
し
そ
と
で
は
大
才
を
「
次
」
を

越
え
て
抜
ぐ
と
い
う
ζ

と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
明
帝
の
「
関
大

挙
」
は
、
た
と
え
そ
れ
が
吏
部
の
正
常
な
選
挙
を
妨
げ
る
嫌
い
が
あ
る

に
し
て
も
、
当
時
の
九
品
宮
人
法
そ
の
も
の
の
も
つ
欠
陥
へ
の
認
識
と

そ
の
欠
陥
を
改
め
て
行
〈
と
い
う
姿
勢
と
の
現
わ
れ
と
し
て
理
解
す
べ

く
、
そ
れ
だ
け

K
吏
部
の
鐙
衡
と
「
開
大
挙
」
ど
は
よ

D
高
い
次
隈
l

人
才
主
義
i
k
b
い
て
統
一
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
口

最
後

K
、
明
帝
の
人
才
王
義
が
切
実
在
必
要

K
迫
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
て
な
く
υ

!

明
帝
の
治
世
は
対
内
的
に
は
一
応
安
定
し
て
い
た

U

し
か
し
当
時
は

依
然
三
国
鼎
立
の
時
代
で
あ

D
、
明
帝
の
即
位
ま
も
ま
い
太
和
元
年
春

三
月
比
は
、
萄
将
諸
葛
一
先
が
漢
中
に
出
兵
し
で
な

D
、
以
後
も
そ
の
治

世
を
通
じ
て
た
え
ず
呉
・
萄
と
の
攻
防
を
く

D
返
し
て
い
た
υ

こ
う
し

た
時
世

K
対
処
し
て
、
明
帝
が
真
の
人
材
を
捜
求
し
た
と
と
は
当
然
で

あ
る
。
本
稿
は
中
央
吏
部
の
鐙
衡
に
か
か
る
文
官
の
人
事
を
論
述
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
当
時
文
官
・
武
官
は
専
門
化
し
て
台
ら
ず
、
昨
日
ま

C会6)，



で
の
内
官
が
、
急
の
外
患
に
対
処
し
て
、
今
日
は
将
軍
号
を
帯
び
て
出

征
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
頻
繁
に
起
っ
て
い
だ
。
そ
れ
だ
け
に
、
人
才

主
義
の
必
要
性
に
文
武
官
の
別
は
な
か
っ
だ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
魏

志
巻
十
六
三
三
伝
所
載
の
東
密
の
上
奏
に
、
軍
事
の
際
に
明
帝
の
発
し

た
詔
を
収
・
め
て
　
．

　
　
毎
回
軍
事
、
詔
書
常
日
、
誰
引
上
尋
者
邪
、
吾
当
自
憂
耳
、
近
端

　
　
又
日
、
憂
面
忘
私
約
、
必
不
然
、
但
先
公
後
面
、
即
自
弁
也
、
伏

　
　
読
明
詔
、
良
知
聖
母
究
尽
下
情
　
　
（
下
略
）

と
あ
り
、
不
断
の
外
患
に
対
処
す
る
着
帽
の
苦
悩
と
人
才
の
得
難
い
こ

と
に
対
す
る
焦
慮
と
を
十
分
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
様
態
で

あ
る
だ
け
に
、
明
帝
が
人
才
主
義
を
貫
こ
う
と
す
る
意
欲
は
強
烈
と
な

ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
澄
、
杜
恕
の
上
奏
に
は
ま
た

三
三
が
台
「
閣
に
お
け
る
禁
令
不
遵
守
や
請
書
を
警
戒
し
て
と
っ
た
処
置

が
か
え
っ
て
弊
害
を
生
ん
で
い
る
こ
と
を
挙
げ
て

　
　
…
…
陛
下
又
患
台
閣
禁
令
之
不
密
、
人
事
請
属
之
不
絶
、
聴
伊
サ

　
　
コ
コ
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
作
迎
客
出
入
之
制
、
選
司
徒
更
悪
露
、
以
守
寺
門
、
威
禁
由
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
の

　
　
実
写
言
為
禁
之
本
也
（
圏
点
部
分
は
、
資
治
通
弁
に
引
か
れ
た
本

　
　
文
で
は
「
定
迎
客
出
入
之
制
、
以
悪
吏
守
寺
門
」
に
作
っ
て
い
る
）

と
あ
り
、
明
帝
が
「
迎
客
出
入
の
制
」
な
る
も
の
を
設
け
た
こ
と
が
出

て
い
る
。
そ
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
材
料
は
管
見
の
及
ぶ
限
り
見
当

ら
な
い
が
、
官
寺
の
門
に
吏
を
配
置
し
て
訪
問
者
を
監
視
さ
せ
、
人
事

の
私
塾
な
ど
を
減
じ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
十
分
推
測
で
き

魏
前
期
の
人
才
主
義
（
神
矢
）

る
。
こ
の
制
は
杜
恕
の
上
奏
0
1
ご
と
¢
悪
弊
を
生
じ
だ
か
も
レ
れ
な
い

が
、
し
か
し
対
外
状
勢
が
険
悪
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
制
度
自
体

と
し
て
は
、
対
内
的
引
き
締
め
の
一
環
と
し
て
か
え
っ
て
厳
し
く
励
行

さ
れ
よ
う
と
し
た
と
も
い
え
よ
う
。

三、

l
課
の
法
制
定
に
つ
い
て

　
明
帝
が
、
尚
書
吏
部
曹
に
澄
け
る
遊
軍
に
あ
た
り
、
・
三
三
の
裁
量
に

委
ね
る
部
分
を
極
力
少
く
し
、
ま
た
選
官
，
へ
め
属
託
は
あ
た
ケ
限
か
こ

れ
を
防
ぐ
べ
き
措
置
を
構
じ
て
、
九
品
官
人
法
の
本
来
の
人
才
主
義
を

最
大
限
有
効
に
機
能
さ
せ
る
こ
と
、
を
計
っ
た
と
し
て
も
、
、
現
実
に
は
ざ

ま
ざ
ま
な
困
難
、
欠
陥
が
生
じ
て
い
る
。
本
節
は
こ
う
し
た
欠
陥
に
対

す
る
い
わ
ば
締
め
直
し
の
意
味
を
も
っ
て
考
課
の
法
が
作
成
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
こ
と
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
魏
志
盧
待
望
に
、
二
言
が
吏
部
尚
書
で
あ
っ
た
時
の
こ
と
と
し
て

　
　
前
諾
諸
葛
誕
・
都
営
等
馳
名
誉
、
有
四
白
八
達
之
請
、
帝
疾
之
、

　
　
時
挙
中
書
郎
、
詔
日
、
得
再
入
「
与
否
等
，
在
群
生
（
硫
〉
・
耳
、
選
挙

　
　
莫
署
名
、
名
如
画
地
茜
色
、
不
可
啖
，
也
，
・

と
あ
り
、
当
時
「
四
窓
八
達
」
と
称
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
浮
華
勢
力
の
こ

と
が
出
て
い
る
。
そ
の
浮
華
と
は
、
人
物
評
価
を
含
む
談
論
を
す
る
グ

ル
ー
プ
で
行
な
う
う
わ
つ
い
た
人
物
評
価
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
人
物

評
価
は
、
選
挙
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
惹
。
－
ζ
う
し
た

浮
華
に
身
に
委
ね
る
「
浮
華
の
徒
」
の
出
現
を
、
越
智
氏
は
郡
中
正
制

r．A『 P、’

で
の
内
官
が
、
急
の
外
患

K
対
処
し
て
、
今
日
は
将
軍
号
を
帯
び
て
出

征
す
る
と
い
っ
た
と
と
が
頻
繁
K
起
っ
て
い
た

U

そ
れ
だ
け

K
、
人
才

主
義
の
必
要
性

K
文
武
官
の
別
は
左
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
貌

志
巻
十
六
社
恕
伝
所
載
の
杜
恕
の
上
奏

K
、
軍
事
の
際

K
明
帝
の
発
し

た
詔
を
収
め
て

毎
有
軍
事
、
詔
書
常
目
、
誰
当
憂
此
者
邪
、
五
口
当
自
憂
耳
、
近
詔

又
目
、
憂
公
忘
私
者
、
必
不
然
、
但
先
公
後
私
、
即
自
弁
也
、
伏

読
明
詔
、
乃
知
聖
思
究
尽
下
情
(
下
略
〉

と
あ
h

夕
、
不
断
の
外
患
に
対
処
す
る
明
帝
の
苦
悩
と
人
才
の
得
難
い
と

と
に
対
す
る
焦
慮
と
を
十
分
窺
う
と
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
様
態
で

あ
る
だ
け

K
、
明
帝
が
人
才
主
義
を
貰
乙
う
と
す
る
意
欲
は
強
烈
と
を

ら
ざ
る
を
得
、
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
左
台
、
杜
恕
の
上
奏

K
は
ま
た

明
帝
が
台
閣
に
沿
け
る
禁
令
不
遵
守
や
請
属
を
警
戒
し
て
と
っ
た
処
置

が
か
え
っ
て
弊
害
を
生
ん
で
い
る
と
と
を
挙
げ
て

:
・
陛
下
叉
患
台
閣
禁
令
之
不
密
、
人
事
請
属
之
不
絶
、
聴
伊
予

作
世
争
断
ん
む
仙
川
、
法
司
徒
一
貯
貯
貯
、
以
守
寺
門
、
威
禁
由
之
、

実
未
得
為
禁
之
本
也
(
圏
点
部
分
は
、
資
治
通
鑑

K
引
か
れ
た
本

文
で
は
「
定
迎
客
出
入
之
制
、
以
悪
吏
守
寺
門
」
に
作
っ
て
い
る
)

と
あ

D
、
明
帝
が
「
迎
客
出
入
の
制
」
在
る
も
の
を
設
け
た
と
と
が
出

て
い
る
。
そ
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
材
料
は
管
見
の
及
ぶ
限

b
見
当

ら
な
い
が
、
官
寺
の
門
に
吏
を
配
置
し
て
訪
問
者
を
監
視
さ
せ
、
人
事

の
私
託
左
ど
を
減
じ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
乙
と
は
十
分
推
測
で
き

謹
別
期
の
人
才
主
義
(
神
矢
〉

る
。
こ
の
制
は
杜
恕
の
上
奏
の
ど
と
く
悪
弊
を
生
じ
た
か
屯
し
れ
設
い

が
、
し
か
し
対
外
状
勢
が
険
悪
で
あ
る
と
と
を
考
え
る
と
、
制
度
自
体

と
し
て
は
、
対
内
的
引
き
締
め
の
一
環
と
し
て
か
え
っ
て
厳
し
く
励
行

さ
れ
よ
う
と
し
た
と
も
い
え
よ
う
。

一一、
考
課
の
法
制
定
に
つ
い
て

明
帝
が
、
尚
書
吏
部
面
白
k

b
け
る
鐙
衡
に
あ
た

b
、
選
官
の
裁
量
に

委
ね
る
部
分
を
極
力
少
く
し
、
ま
た
選
官
へ
の
属
託
は
あ
充

5
限・
9
乙

れ
を
防
ぐ
べ
き
措
置
を
構
じ
て
、
九
品
宮
人
法
の
本
来
の
人
才
主
義
を

最
大
限
有
効
に
機
能
さ
せ
る
と
と
を
計
っ
た
と
し
て
も
、
現
実

K
は
さ

ま
ざ
ま
な
困
難
、
欠
陥
が
生
じ
て
い
る
。
本
節
は
と
う
し
た
欠
陥
に
対

す
る
い
わ
ば
締
め
直
し
の
意
味
を
も
っ
て
考
課
の
法
が
作
成
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
と
と
を
み
て
い
く
と
と
と
す
る
。

貌
志
直
航
伝
に
、
慮
銃
が
吏
部
尚
書
で
あ
っ
た
時
の
と
と
と
し
て

前
是
諸
葛
誕
・
郵
蝿
等
馳
名
誉
、
有
四
窓
八
達
之
論
、
帝
疾
之
、

時
挙
中
書
郎
、
詔
目
、
得
其
人
与
否
、
在
虚
生
〈
続
V

耳
、
選
挙

莫
取
名
、
名
如
画
地
作
餅
、
不
可
駿
也

と
あ

D
、
当
時
「
四
窓
八
達
」
と
称
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
浮
華
勢
力
の
と

と
が
出
て
い
る
白
そ
の
浮
華
と
は
、
人
物
評
価
を
含
む
談
論
を
す
る
グ

ル
ー
プ
で
行
な
う
う
わ
つ
い
た
人
物
評
価
の
と
と
で
あ
る
。
そ
の
人
物

評
価
は
、
選
挙
に
反
映
さ
せ
る
と
と
を
目
的
と
し
て
い
る
む
!
こ
う
し
た

浮
華

K
身
に
委
ね
る
「
浮
華
の
一
徒
」
の
出
現
を
、
越
智
氏
は
郡
中
正
制

f.A'J司



　
魏
前
期
の
人
才
主
義
（
神
矢
）

度
の
し
く
み
か
ら
説
明
し
て
海
ら
れ
る
⑥
。
す
な
わ
ち
、
第
一
節
で
見

た
よ
う
な
選
挙
の
し
く
み
が
あ
る
だ
め
、
魏
受
禅
後
も
、
単
家
寒
微
の

出
身
で
あ
っ
て
も
、
中
央
で
得
た
高
い
評
判
を
郷
論
を
得
た
と
い
う
形

で
状
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
中
央
の
官
吏
と
し
て
高
官
に
就
く

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
π
。
こ
の
こ
と
は
そ
れ
な
り
に
評
価
す
べ
き
で
あ

る
が
、
そ
の
し
く
み
は
｝
方
で
別
の
作
用
を
す
る
。
つ
ま
り
中
央
（
だ

け
）
で
名
声
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
そ
れ
が
郷
論
と
さ
れ
て
い

た
た
め
に
、
仲
間
か
集
っ
て
内
輪
ぼ
め
を
し
、
浮
華
の
風
潮
が
生
じ
、

浮
華
の
徒
が
盛
ん
に
現
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
右
の
盧
硫
伝
に
示
さ
れ
る

時
点
に
は
、
名
声
が
事
笑
と
違
っ
て
い
る
と
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
当
然

入
墨
主
義
を
否
定
す
る
よ
う
な
傾
向
が
現
わ
れ
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
よ
ケ
に
な
っ
て
く
る
と
、
九
品
官
人
法
は
、
い
わ
ば
魏
の
存

立
を
か
け
た
半
歩
主
義
が
裏
目
に
出
て
、
か
え
っ
て
同
法
を
人
才
主
義

的
に
運
営
す
る
こ
と
を
・
妨
げ
て
い
る
と
い
う
事
態
に
陥
っ
て
い
る
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
帝
は
こ
の
浮
華
の
風
潮
を
憎
み
、
即
位
ま
も

な
い
太
安
四
年
掛
次
の
よ
う
な
詔
を
出
し
て
い
る
り
魏
志
明
帝
紀
太
安

四
年
春
二
月
壬
午
の
条
に

　
　
詔
日
、
世
之
質
文
、
随
教
導
変
、
兵
乱
以
来
、
経
学
廃
絶
、
後
世

　
　
進
趣
、
不
由
典
誤
、
量
訓
導
未
沿
、
将
進
用
者
、
不
尽
徳
顕
乎
、

　
　
其
郎
吏
学
通
一
経
、
命
玉
牧
民
、
博
士
課
試
、
擢
吉
夢
第
者
亟
用

　
　
其
浮
華
不
務
道
本
者
、
皆
罷
退
之
、

と
あ
る
。
こ
の
時
、
浮
華
の
徒
が
官
界
か
ら
追
放
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い

は
、
魏
志
巻
九
曹
言
伝
註
に
都
営
に
つ
い
て

　
　
魏
略
言
…
…
初
麗
与
李
二
等
、
為
浮
華
友
、
及
在
中
書
、
浮
華
事

　
　
発
、
被
斥
出
、
遂
不
復
用
、

と
あ
り
、
前
出
の
「
四
窓
八
達
」
に
つ
い
て
、
魏
志
巻
二
十
入
曽
聖
誕

伝
に

　
　
累
遷
御
史
中
丞
尚
書
、
与
夏
型
玄
・
郡
蝿
等
相
善
、
収
名
朝
廷
、

　
　
京
都
翁
然
、
呪
事
者
以
誕
麗
等
密
契
．
二
合
三
里
、
漸
不
可
長
、
、
明

　
　
懲
悪
之
、
免
誕
官

と
あ
り
、
同
箇
所
註
に

　
　
世
語
日
、
是
時
当
世
俊
士
散
三
星
侍
夏
平
野
尚
書
諸
葛
誕
・
郵
麗

　
　
解
洗
、
共
相
顕
表
、
以
玄
等
四
人
為
下
墨
、
誕
雪
靴
人
為
八
達
、

　
　
中
書
監
劉
懸
子
照
・
孫
資
子
密
・
吏
部
尚
書
衛
螺
子
烈
、
三
人
威

　
　
不
及
比
、
以
父
居
勢
位
、
容
之
為
三
橡
、
凡
十
五
人
、
平
舘
構
長

　
　
浮
華
、
皆
免
官
廃
職

と
あ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
よ
う
。
右
の
諸
葛
誕
伝
註
の
世
語
に
み
る
ご

と
く
、
　
「
四
窓
八
達
」
は
郡
蝿
を
除
け
ば
、
お
澄
む
ね
国
章
に
依
付
し

て
中
央
官
入
層
と
な
つ
だ
高
官
の
子
弟
で
あ
・
る
。
な
澄
彼
等
の
浮
華
の

行
為
に
人
士
が
付
す
こ
と
、
鐸
々
た
る
メ
ン
バ
ー
を
集
め
た
彼
等
の
グ

ル
ー
プ
に
依
っ
て
評
価
を
得
る
こ
と
に
「
京
都
翁
然
」
　
（
諸
葛
誕
伝
）

た
る
状
を
呈
す
る
こ
と
は
、
明
目
に
と
っ
て
到
底
た
え
が
た
い
も
の
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
望
事
が
童
部
尚
書
盧
鯨
に
、
　
「
選
挙
は
名
を
取
る
始
れ
、
名
は

（48）

鶴
別
期
の
人
才
主
義
(
神
矢
〉

度
の
し
く
み
か
ら
説
明
し
て
な
ら
れ
る
⑥
。
す
左
わ
ち
、
第
一
節
で
見

た
よ
う
左
選
挙
の
し
く
み
が
あ
る
た
め
、
貌
受
禅
後
も
、
単
家
寒
徴
の

出
身
で
あ
っ
て
も
、
中
央
で
得
た
高
い
評
判
を
郷
論
を
得
た
と
い
う
形

で
状
に
反
映
さ
せ
る
と
と
が
で
き
、
中
央
の
官
吏
と
し
て
高
官
民
就
く

と
と
が
可
能
で
あ
っ
た

U

こ
の
こ
と
は
そ
れ
な

D
K
評
価
す
べ
き
で
あ

る
が
、
そ
の
し
く
み
は
一
方
で
別
の
作
用
を
す
る
。
つ
ま

D
中
央
(
だ

け
)
で
名
声
を
得
る
と
と
が
で
き
、
し
か
も
そ
れ
が
郷
論
と
さ
れ
て
い

た
た
め

K
、
仲
間
が
集
っ
て
内
輪
ぼ
め
を
し
、
浮
華
の
風
潮
が
生
じ
、

浮
華
の
徒
が
盛
ん

K
現
わ
れ
る
に
至
フ
た
む
右
の
慮
銃
伝

K
示
さ
れ
る

時
点
に
は
、
名
声
が
事
実
と
違
っ
て
い
る
と
あ
る
が
、
そ
と
に
は
当
然

人
才
主
義
を
否
定
す
る
よ
う
左
傾
向
が
現
わ
れ
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ

る
u

こ
の
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
九
品
官
人
法
は
、
い
わ
ば
貌
の
存

立
を
か
け
た
人
才
主
義
が
裏
目

K
出
て
、
か
え
っ
て
同
法
を
人
才
主
義

的
K
運
営
す
る
と
と
を
妨
げ
て
い
る
と
い
う
事
態

K
陥
っ
て
い
る
と
し

な
け
れ
ば
左
ら
左
い
。
明
帝
は
こ
の
浮
華
の
風
潮
を
憎
み
、
即
位
ま
も

在
い
太
安
四
年
K
次
の
よ
う
ま
詔
を
出
し
て
い
る
u

紬
腕
志
明
帝
紀
太
安

四
年
春
二
月
壬
午
の
条

K

詔
目
、
世
之
質
文
、
随
教
而
変
、
兵
乱
以
来
、
経
学
廃
絶
、
後
世

進
趣
、
不
由
典
謀
、
量
訓
導
未
治
、
将
進
用
者
、
不
以
徳
顕
乎
、

其
郎
吏
学
通
一
経
、
才
任
牧
民
、
博
士
課
試
、
削
指
其
高
第
者
一
盛
用

其
浮
華
不
務
道
本
者
、
皆
罷
退
之
、

と
あ
る
u

と
の
時
、
浮
華
の
徒
が
官
界
か
ら
追
放
さ
れ
た
と
と

K
つ
い

は
、
貌
志
巻
九
曹
爽
伝
註

K
郵
蝿

K
つ
い
て

貌
略
日
:
:
:
初
蹴
与
李
勝
等
、
為
浮
華
友
、
及
在
中
書
、
浮
華
事

発
、
被
斥
出
、
遂
不
復
用
、

と
あ

D
、
前
出
の
「
四
窓
八
達
」
に
つ
い
て
、
貌
志
巻
二
十
八
諸
葛
誕

伝

K
累
遷
御
史
中
丞
尚
書
、
与
夏
侯
玄
・
郵
蝿
等
相
善
、
収
名
朝
廷
、

京
都
翁
然
、
言
事
者
以
誕
蝿
等
修
浮
華
合
虚
誉
、
漸
不
可
長
、
明

帝
悪
之
、
免
誕
官

と
あ

D
、
同
箇
所
註

K

世
語
目
、
是
時
当
世
俊
土
散
騎
常
侍
夏
侯
玄
尚
書
諸
葛
誕
・
都
蝿

之
徒
、
共
相
顕
表
、
以
玄
等
四
人
為
四
聴
、
誕
輩
八
人
為
八
達
、

中
書
監
劉
放
子
照
・
孫
資
子
密
・
吏
部
尚
書
衛
藤
子
烈
、
三
人
威

不
及
比
、
以
父
居
勢
位
、
容
之
為
三
接
、
凡
十
五
人
、
帝
以
構
長

浮
華
、
皆
免
官
廃
職

と
あ
る
と
と
か
ら
知
ら
れ
よ
う
白
右
の
諸
葛
誕
伝
註
の
世
語
に
み
る
ど

と
く
、
「
四
窓
八
達
」
は
郵
踊
を
除
け
ば
、

hu--
砂
む
ね
曹
氏

K
依
付
し

て
中
央
官
人
層
と
な
っ
た
高
官
の
子
弟
で
あ
る
。
在

b
彼
等
の
浮
華
の

行
為

K
人
士
が
付
す
と
と
、
鍔
々
た
る
メ
ン
バ
ー
を
集
め
た
彼
等
の
グ

ル
ー
プ

K
依
っ
て
評
価
を
得
る
と
と
に
「
京
都
翁
然
」
(
諸
葛
誕
伝
)

た
る
状
を
呈
ナ
る
乙
と
は
、
明
帝

K
と
っ
て
到
底
た
え
が
た
い
も
の
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

さ
て
明
帝
が
吏
部
尚
書
直
銃

K
、

(48) 

「
選
挙
は
名
を
取
る
勿
れ
、
名
は



地
に
画
き
た
る
餅
の
如
く
、
啖
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
を
以
て
、

状
に
盛
り
こ
ま
れ
た
虚
名
で
あ
る
名
声
を
鐙
衡
に
資
さ
な
い
こ
と
を
要

求
し
だ
こ
と
は
前
に
み
た
。
こ
れ
に
対
す
る
盧
航
の
答
え
は
、
同
じ
く

盧
航
伝
に
、
前
罪
の
部
分
に
つ
い
で
、

　
　
鮪
対
日
、
名
不
足
以
致
喜
入
、
而
実
以
得
常
士
、
常
士
畏
教
慕
善

　
　
然
後
有
名
、
非
所
当
疾
也
、
愚
臣
既
不
足
以
識
異
人
、
又
主
者
正

　
　
以
循
名
案
常
、
但
当
有
以
験
其
後
、
故
古
者
敷
奏
以
言
、
明
試
以

　
　
功
、
今
考
績
之
法
廃
、
而
以
毅
誉
相
進
退
、
故
真
偽
溝
雑
、
虚
実

　
　
相
蒙
、
帝
納
其
言
、
即
単
作
考
課
法

と
あ
る
。
盧
鮪
は
、
尋
常
の
士
は
ほ
ぼ
名
を
以
て
判
断
で
き
る
も
の
で

あ
り
、
選
挙
が
名
に
よ
る
こ
と
は
否
定
す
べ
き
で
な
い
、
た
だ
し
考
課

の
法
を
設
け
て
治
績
に
よ
っ
て
名
の
虚
実
を
顕
わ
す
べ
き
で
あ
る
、
と

し
て
い
る
。
な
お
、
山
榛
の
前
任
者
衛
藤
は
、
中
里
軍
服
済
の
「
漢
祖

遇
亡
婦
、
為
上
将
、
周
武
抜
漁
父
為
太
師
、
布
衣
厩
養
、
可
登
王
公
、

何
必
守
文
試
而
軍
用
」
と
い
う
問
に
、
　
「
古
人
遺
知
慧
而
任
度
量
、
須

考
績
而
加
斗
陽
云
々
」
と
答
え
て
い
る
。
　
（
前
出
）
こ
こ
に
、
漠
然
と

で
は
あ
る
が
、
考
課
の
法
の
必
要
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。

明
帝
は
盧
鮪
の
進
言
を
得
て
直
ち
に
散
騎
常
侍
劉
渤
に
命
じ
て
考
課
の

法
を
作
成
せ
し
め
た
。
こ
れ
は
、
明
帝
が
、
任
官
に
際
し
て
人
才
主
義

を
貫
こ
う
と
い
か
に
努
力
し
て
も
、
そ
こ
に
そ
の
人
事
の
し
く
み
自
体

の
欠
陥
か
ら
く
る
不
確
か
さ
を
除
き
得
な
い
の
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ

が
申
越
の
進
言
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
任
官
後
の
治
績
主
義
に
よ
っ
て

　
魏
箭
期
の
人
才
主
義
（
神
矢
）

補
完
す
る
と
い
う
形
を
と
ろ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
。

そ
の
処
置
は
同
然
、
曹
操
以
来
の
伝
統
で
あ
り
、
明
帝
朝
に
お
い
て
漸

く
制
度
的
に
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
科
学
⑦
の
尊
重
に
も
つ
な
が
る
。
考

課
の
法
作
成
を
拝
命
し
た
劉
勧
は
、
そ
れ
以
前
に
も
科
令
（
新
律
十
八

篇
）
制
定
な
ど
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
。

　
劉
勧
の
編
ん
だ
都
官
考
課
の
法
は
、
朝
廷
内
に
考
課
に
関
す
る
大
議

論
を
ま
き
お
こ
し
た
。
劉
渤
の
考
課
の
法
に
対
す
る
反
論
の
中
で
注
目

す
べ
き
も
の
を
あ
げ
る
と
、
魏
志
巻
二
十
一
傅
蝦
伝
に

　
　
蝦
難
勘
論
日
、
　
（
前
略
）
夫
副
官
暑
夏
、
清
理
民
物
、
所
以
務
本

　
　
也
、
剤
名
考
実
、
堅
陣
成
規
、
所
以
治
末
也
、
本
綱
未
挙
而
造
制

　
　
未
々
、
国
勢
不
崇
而
考
課
是
先
、
催
不
足
以
料
賢
愚
笹
分
、
精
幽

　
　
明
之
理
也
、
昔
先
王
之
択
才
、
必
本
行
於
馬
陸
、
野
道
於
痒
序
、

　
　
行
軍
而
中
之
賢
、
道
修
則
謂
之
能
、
郷
老
献
賢
能
干
王
、
王
拝
受

　
　
之
、
挙
挙
賢
者
、
早
使
長
之
、
科
断
能
者
、
入
使
治
之
、
此
先
王

　
　
収
才
之
義
也
、
方
今
九
州
之
民
、
白
及
京
城
、
未
有
⊥
ハ
郷
之
挙
、

　
　
其
選
才
軍
職
、
専
任
戸
部
、
案
品
品
、
則
実
矧
未
必
当
、
任
薄
伐
、

　
　
則
徳
行
未
々
叙
、
如
此
則
殿
最
之
課
、
未
尽
人
才
、
述
綜
王
度
、

　
　
敷
賛
棚
式
、
体
深
義
広
、
難
風
而
詳
也

と
あ
る
。
傅
蝦
は
六
郷
の
挙
が
な
く
、
選
才
の
職
が
専
ら
吏
部
に
任
ぜ

ら
れ
て
い
る
と
い
う
先
王
の
制
に
か
な
わ
な
い
選
挙
制
度
を
施
行
し
て

い
る
現
状
で
、
考
課
を
行
な
う
の
は
末
を
治
す
る
こ
と
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
。
傅
蝦
の
主
張
は
、
皇
朝
の
九
品
官
人
法
一
郡
中
正
制
度
と

（49）

地

K
画
き
た
る
餅
の
如
〈
、
吸
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
を
以
て
、

状

K
盛

D
乙
ま
れ
た
虚
名
で
あ
る
名
声
を
鐙
衡
に
資
さ
ま
い
と
と
を
要

求
し
た
ζ

と
は
前

K
み
た
u

乙
れ
に
対
す
る
慮
銃
の
答
え
は
、
同
じ
く

虚
統
伝

K
、
前
引
の
部
分
に
つ
い
で
、

続
対
日
、
名
不
足
以
致
異
人
、
而
可
以
得
常
士
、
常
士
長
教
慕
善

然
後
有
名
、
非
所
当
疾
也
、
愚
臣
既
不
足
以
識
異
人
、
又
王
者
正

以
循
名
案
常
、
但
当
有
以
験
其
後
、
故
古
者
敷
奏
以
言
、
明
試
以

功
、
今
考
績
之
法
廃
、
而
以
毅
誉
相
進
退
、
故
真
偽
貯
雑
、
虚
実

相
蒙
、
帝
納
其
言
、
即
詔
作
考
課
法

と
あ
る
。
直
航
は
、
尋
常
の
士
は
ほ
ぼ
名
を
以
て
判
断
で
き
る
も
の
で

あ

D
、
選
挙
が
名
に
よ
る
と
と
は
否
定
す
べ
き
で
な
い
、
た
だ
し
考
課

の
法
を
設
け
て
治
績
に
よ
っ
て
名
の
虚
実
を
顕
わ
す
べ
き
で
あ
る
、
と

し
て
い
る
。
な
な
、
直
銃
の
前
任
者
衛
嬢
は
、
中
護
軍
蒋
済
の
「
漢
祖

遇
亡
虜
、
為
上
将
、
周
武
抜
漁
父
為
太
師
、
布
衣
麟
養
、
可
登
王
公
、

何
必
守
文
試
而
後
用
」
と
い
う
間
氏
、
「
古
人
遺
知
慧
而
任
度
量
、
須

考
績
市
加
瓢
捗
云
々
」
と
答
え
て
い
る
。
(
前
出
)
乙
と
に
、
漠
然
と

で
は
あ
る
が
、
考
課
の
法
の
必
要
を
認
め
て
い
る
乙
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。

明
帝
は
虚
銃
の
進
言
を
得
て
直
ち

K
散
騎
常
侍
劉
劫
に
命
じ
て
考
課
の

法
を
作
成
せ
し
め
た
。
こ
れ
は
、
明
帝
が
、
任
官
に
際
し
て
人
才
主
義

を
買
と
う
と
い
か

K
努
力
し
て
も
、
そ
と
に
そ
の
人
事
の
し
く
み
自
体

の
欠
陥
か
ら
く
る
不
確
か
さ
を
除
き
得
左
い
の
を
知
っ
て
h
v
b
、
そ
れ

が
直
舗
の
進
言
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
任
官
後
の
治
績
主
義
K
よ
っ
て

謹
刑
期
の
人
才
主
義
(
神
色

補
完
す
る
と
い
う
形
を
と
ろ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
む

そ
の
処
置
は
同
然
、
曹
操
以
来
の
伝
統
で
あ

D
、
明
帝
朝
に
沿
い
て
漸

く
制
度
的

K
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
科
法
①
の
尊
重

K
も
つ
な
が
る
。
考

課
の
法
作
成
を
拝
命
し
た
劉
劫
は
、
そ
れ
以
前
に
も
科
令
〈
新
律
十
八

篇
)
制
定
左
ど

K
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る

U

劉
劫
の
編
ん
だ
都
官
考
謀
の
法
は
、
朝
廷
内
氏
考
課
に
関
す
る
大
議

論
を
ま
き
hv
と
し
た
。
劉
劫
の
考
課
の
法
に
対
す
る
反
論
の
中
で
注
目

す
べ
き
も
の
を
あ
げ
る
と
、
貌
志
巻
二
十
一
侍
撮
伝

K

椴
難
劫
論
目
、
(
前
略
)
夫
建
官
均
職
、
清
理
民
物
、
所
以
務
本

也
、
循
名
考
実
、
糾
励
成
規
、
所
以
治
末
也
、
本
綱
未
挙
而
造
制

未
呈
、
国
略
不
崇
而
考
課
是
先
、
憧
不
足
以
料
賢
愚
之
分
、
精
幽

明
之
理
也
、
昔
先
王
之
択
才
、
必
本
行
於
州
閥
、
講
道
於
庫
序
、

行
具
而
謂
之
賢
、
道
修
則
謂
之
能
、
郷
老
献
賢
能
子
玉
、
王
拝
受

之
、
挙
其
賢
者
、
出
使
長
之
、
科
其
能
者
、
入
使
治
之
、
此
先
王

収
才
之
義
也
、
方
今
九
州
之
民
、
愛
及
京
城
、
未
有
六
郷
之
挙
、

其
選
才
之
職
、
専
任
吏
部
、
案
晶
状
、
則
実
才
未
必
当
、
任
薄
伐
、

則
徳
行
未
為
叙
、
如
此
則
殿
最
之
謀
、
未
尽
人
才
、
述
綜
王
度
、

敷
賛
国
式
、
体
深
義
広
、
難
得
而
詳
也

と
あ
る
。
停
椴
は
六
郷
の
挙
が
な
く
、
選
才
の
職
が
専
ら
吏
部
に
任
ぜ

ら
れ
て
い
る
と
い
う
先
王
の
制

K
か
ま
わ
左
い
選
挙
制
度
を
施
行
し
て

い
る
現
状
で
、
考
課
を
行
左
う
の
は
末
を
治
す
る
こ
と
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
。
惇
椴
の
主
張
は
、
貌
朝
の
九
品
官
人
法

l
郡
中
正
制
度
と

(49) 



　
魏
則
期
の
人
才
主
義
（
神
矢
）

吏
部
が
人
事
鐙
衡
を
専
管
す
る
制
度
の
総
体
1
が
、
人
事
の
中
央
集
権

と
人
才
主
義
の
貫
徹
を
目
的
と
し
た
魏
朝
の
存
亡
を
か
け
た
選
挙
制
度

で
あ
る
と
い
う
観
点
を
没
却
し
て
い
る
。
明
帝
の
苦
悩
は
結
局
、
露
呈

さ
れ
た
九
品
官
入
法
の
欠
陥
が
診
澄
む
ね
そ
の
元
来
の
目
的
と
原
則
に

由
来
す
る
点
に
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
状
に
よ
る
錘
衡
は
人

才
主
義
を
い
き
づ
ま
ら
せ
、
軍
官
の
裁
量
に
委
ね
る
部
分
は
い
か
に
し

て
も
残
り
、
厚
畳
私
情
を
と
り
し
ま
る
こ
と
に
も
限
度
が
あ
る
。
明
帝

は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
解
決
を
考
課
に
求
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
魏
氏
の

く
才
主
義
、
或
は
郡
中
正
制
度
に
盛
り
こ
ま
れ
た
人
才
主
義
の
理
念
は

考
課
の
法
を
得
て
始
め
て
完
成
さ
れ
る
し
く
み
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
も

よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
劉
勘
の
考
課
の
法
は
明
麗
の
死
去
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
劉

肋
伝
に
は
あ
る
。
し
か
し
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
た
だ
に
明
峰
の
死

去
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
将
来
魏
氏
に
と
っ
て
か
わ
る
野
心

を
も
つ
司
馬
氏
が
、
九
品
官
人
法
を
新
し
い
原
理
の
も
と
に
作
り
改
め

そ
の
下
で
司
馬
氏
自
身
の
た
め
の
人
才
主
義
を
貫
こ
う
と
し
た
が
た
め

で
あ
る
。
こ
の
点
は
稿
を
新
た
に
し
て
論
ず
る
。

　
な
齢
魏
初
の
九
品
官
等
法
に
賑
い
て
郷
品
の
機
能
を
重
視
す
る
研
究

　
者
も
あ
る
が
、
本
稿
は
越
智
氏
の
郡
中
正
時
代
に
は
需
品
は
存
在
し

　
な
か
っ
た
と
い
う
見
解
に
従
っ
た
。

⑨
　
正
確
に
は
尚
書
右
馬
射
で
典
聴
し
て
い
る
。

③
盧
読
は
明
輝
時
代
と
明
帝
死
後
の
司
馬
氏
執
政
時
代
と
二
度
に
わ

　
た
っ
て
典
卸
し
て
お
り
、
こ
の
記
事
が
明
帝
朝
の
も
の
で
あ
る
と
は

　
断
定
で
き
な
い
。
し
か
し
華
靡
の
死
去
の
年
、
任
官
の
年
齢
か
ら
推

　
せ
ぱ
、
明
帝
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。

④
　
魏
氏
春
秋
は
晋
の
年
盛
撰
。
世
説
新
語
は
宋
の
劉
義
慶
撰
。

⑧
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
新
た
に
し
て
述
べ
る
。

⑥
越
智
重
明
氏
前
掲
「
魏
王
朝
と
士
人
」
。

⑦
　
宮
川
尚
志
氏
コ
ニ
国
時
代
の
国
家
観
念
と
科
法
の
尊
重
」
　
（
鎌
田

　
博
士
還
暦
記
念
歴
史
学
論
叢
）

（50）

註
①
越
智
重
明
氏
「
魏
王
朝
ど
士
人
」
（
史
淵
第
百
十
一
輯
）
・
「
魏

　
時
代
の
九
品
官
人
法
に
つ
い
て
」
　
（
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
二
）
。

懇
別
期
の
人
才
主
義
(
神
ち

吏
部
が
人
事
鐙
衡
を
専
管
す
る
制
度
の
総
体

i
が
、
人
事
の
中
央
集
権

と
人
才
主
義
の
貫
徹
を
目
的
と
し
た
貌
朝
の
存
亡
を
か
け
た
選
挙
制
度

で
あ
る
と
い
う
観
点
を
没
却
し
て
い
る
む
明
帝
の
苦
悩
は
結
局
、
露
呈

さ
れ
た
九
品
官
人
法
の
欠
陥
が

b

b
む
ね
そ
の
元
来
の
目
的
と
原
則
氏

由
来
す
る
点
に
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
状
に
よ
る
詮
衡
は
人

才
主
義
を
い
き
づ
ま
ら
せ
、
選
官
の
裁
量
に
委
ね
る
部
分
は
い
か
に
し

て
も
残

D
、
私
託
私
情
を
と

D
し
ま
る
ζ

と
に
も
限
度
が
あ
る
。
明
帝

は
と
れ
ら
す
べ
て
の
解
決
を
考
課

K
求
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
貌
氏
の

人
才
主
義
、
或
は
郡
中
正
制
度

K
盛

D
と
ま
れ
た
人
才
主
義
の
理
念
は

考
課
の
法
を
得
て
始
め
て
完
成
さ
れ
る
し
〈
み
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
も

よ
い
で
あ
ろ

5
0

劉
劫
の
考
課
の
法
は
明
帝
の
死
去
陀
よ
っ
て
行
わ
れ
左
か
っ
た
と
劉

劫
伝
に
は
あ
る
。
し
か
し
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
た
だ

K
明
帝
の
死

去
陀
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
将
来
貌
氏
に
と
っ
て
か
わ
る
野
心

を
も
っ
司
馬
氏
が
、
九
品
官
人
法
を
新
し
い
原
理
の
も
と
に
作

D
改
め

そ
の
下
で
司
馬
氏
自
身
の
た
め
の
人
才
主
義
を
買
と
う
と
し
た
が
た
め

で
あ
る
。
乙
の
点
は
稿
を
新
た
に
し
て
論
ず
る
。

註
③
越
智
重
明
氏
「
貌
王
朝
と
土
人
」
(
史
淵
第
百
十
一
輯
)
・
「
貌

時
代
の
九
品
官
人
法

K
つ
い
て
」
(
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
一
一
)
。

左
hv
貌
初
の
九
品
官
人
法

K
-沿
い
て
郷
品
の
機
能
を
重
視
す
る
研
究

者
も
あ
る
が
、
本
稿
は
越
智
氏
の
都
中
正
時
代
に
は
郷
品
は
存
在
し

左
か
っ
た
と
い
う
見
解
に
従
っ
た
。

@
正
確
に
は
尚
書
右
僕
射
で
典
選
し
て
い
る
。

⑥
直
銃
は
明
帝
時
代
と
明
帝
死
後
の
司
馬
氏
執
政
時
代
と
二
度
に
わ

た
っ
て
典
選
し
て
な
h
y
、
乙
の
記
事
が
明
帝
朝
の
も
の
で
あ
る
と
は

断
定
で
き
な
い
。
し
か
し
華
虜
の
死
去
の
年
、
任
官
の
年
齢
か
ら
推

せ
ば
、
明
帝
時
代
の
も
の
で
あ
る
と
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。

④
説
氏
春
秋
は
晋
の
孫
盛
撰
。
世
説
新
語
は
宋
の
劉
義
慶
撰
。

⑥

乙

の

点

K
つ
い
て
は
稿
を
新
た

K
し
て
述
べ
る
。

⑥
越
智
重
明
氏
前
掲
「
貌
王
朝
と
士
人
」
。

@
宮
川
尚
志
氏
「
三
国
時
代
の
国
家
観
念
と
科
法
の
尊
重
」

博
士
還
暦
記
念
歴
史
学
論
叢
〉
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